
目医発第1258号（保231）

平成19年3月29目

都道府県医師会長　殿

目本医師会長
　　　唐　澤　祥　人

70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化等について

　一部負担金の額が一定額を超えた場合に支給される高額療養費につきましては，70歳以

上の患者については現物給付化されておりますが，70歳未満の患者につきましては，被保

険者等の申請に基づく償還払い（一・旦医療機関の窓口で自己負担額を支払った上で，保険

者への申請により後目高額療養費が支給される）となっておりました。

　一方，患者の負担軽減を図る観点から，70歳未満の患者についても，医療機関窓口での

支払を自己負担限度額にとどめることについては，国会等でも取り上げられたところであ

ります。

　かかる状況から，平成18年12月20目付け政令第390号により健康保険法施行令等が，

平成19年2月28目付け厚生労働省令第16号により健康保険法施行規則等が…部改正され，

平成19年4月1目から，70歳未満の患者についても，70歳以上の患者と同様に，入院療

養を受けた患者及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料算定患者について

高額療養費が現物給付化さることになりました．

　今回の健康保険法施行令等及び同施行規則等の一部改正による高額療養費現物給付化等

の概要は別紙のとおりであります。

　また，厚生労働省及び目本医師会等の連名で医療機関掲示用のポスターを作成いたしま

した（添付資料6．）。当該ポスターは，社会保険事務局を通じて病院及び有床診療所に1

枚ずつ配布されることになっております。また，当該ポスターのデータは，厚生労働省ホ

ームページに掲載されており，ダウンロード可能です。

（htt：／／www．mhlw．・．’／buna／shakaih・sh・／ir・useid・Ol／index．htm1）

　なお，診療報酬明細書の記載方法につきましては，現在厚生労働省において整理中であ

り，追って通知されることとなっておりますので，示され次第改めてご連絡申し上げます。
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　つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。

　なお，本件につきましては，目本医師会ホームページのメンバーズルーム中「平成18年

度健康保険法・老人保健法等の改正に関する情報」に掲載いたします（ポスターのデータ

（厚生労働省ホームページ掲載分と同じもの）につきましても掲載いたします）。

（添付資料）

1．健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

　（平18．12．20　保発第1220005号　厚生労働省保険局長通知）

　※通知中に「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」（平18．12．20　政令第390

　号　官報号外第285号抜粋）を含む。

2．健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

　（平19．2．28　官報号外第40号抜粋）

3．健康保険法施行令第43条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一

　部を改正する件　　等

　（平19．2．28　官報第4532号抜粋）

4．健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　（平19．2．28　保発第0228003号　厚生労働省保険局長通知）

5．70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払いの特例（いわゆる現物給付化）にお

　ける事務の取扱について

　（平19．3．7　保保発第0307001号　厚生労働省保険局保険課長通知）

6．ポスター（5枚）（平成19年3月　厚生労働省・目本医師会等）

（参考資料）

1．健康保険法施行規則第98条第11号及び船員保険法施行規則第47条第10号の規定に

　基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件（平成18年3月30

　目　厚生労働省告示第180号）　等

　（平18．3．30　官報第4307号抜粋）
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（別　紙）

　「健康保険法施行令等の…部を改正する政令」及び「健康保険法施行規則等の一部を改

正する省令」等（平成19年4月1目施行）の概要

第1　改正等の趣旨及び主な内容

　　　70歳未満の被保険者に係る高額療養費の支給において，あらかじめ保険者の認定を

　　受けた被保険者については現行の70歳以上の被保険者と同様に現物給付化（高額療養

　　費を保険者から保険医療機関等に支払う）された。（改正政令第1条関係　等）

（1）現物給付化の対象となる療養

　　入院療養又は入院療養以外の療養であって…の保険医療機関等による総合的か

　つ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの（注）（以

　下「入院療養等」という。）を受けた場合（改正後健康保険法施行令第43条第1項

　第1号　等）

（注）「入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ計画的

　な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの」は以下の

　　とおり（現行の70歳以上の場合と同様）

○健康保険法施行令第43条第1項第1号及び第3号の規定に基づき厚生労働大

　臣が定める療養（平成14年9月5目厚生労働省告示第292号）

　　　　　　　　（平成19年2月28目厚生労働省告示第28号により題名改正）

　1　診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）別表第1第2章

　第2部第1節区分C　O　O2に掲げる在宅時医学総合管理料が算定されるべ

　　き療養

　2　診療報酬の算定方法別表第1第2章第2部第1節区分C　O　O3に掲げる

　在宅末期医療総合診療料が算定されるべき療養

　3　前2号に掲げる療養を受ける被保険者又はその被扶養者が，当該療養を

　受ける月と同一の月において，当該療養を行う保険医療機関等から受ける

　外来療養（健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第1項第1号から第

　　4号までに掲げる療養（同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。）をい

　　う。）

〔以下について同様〕

○船員保険法施行令第11条第1項第1号及び第3号の規定に基づき厚生労働大
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　臣の定める療養（平成14年9月5目厚生労働省告示第296号）

　　　　　　　　（平成19年2月28目厚生労働省告示第31号により題名改正）

○国民健康保険法施行令第29条の4第1項笙⊥量遡量の規定に基づき厚

　生労働大臣が定める療養（平成14年9月5目厚生労働省告示第295号）

　　　　　　　　（平成19年2月28日厚生労働省告示第32号により題名改正）

（2）70歳未満の患者に係る1か月当たりの自己負担限度額（改正後健康保険法施行

　　令第43条第1項　等）　※高額療養費算定基準額は従来どおり

1か月当たりの自己負担限度額

上位所得者

　　　　　150，000円

{（医療費　一　500，000円）×1％

@　　　　＜83，400円＞

一　　　般

　　　　　80，100円

{（医療費　一　267，000円）×1％

@　　　　＜44，400円＞

　低所得者

i住民税非課税）

　35，400円

モQ4，600円＞

（注）＜　＞内の金額は，多数回該当（過去12か月に3回以上高額療養費の支給

　　を受け4回目以降の支給に該当）の場合。

第2　改正等の具体的内容

1　健康保険法施行規則の一部改正（改正省令第1条関係）等

　（1）　70歳未満の者の入院療養等に係る高額療養費の現物給付化関係（第103条の2

　　　及び第105条関係）

　　　1）70歳未満の上位所得者及び一般所得者について（第103条の2）

　　　①　認定を受けようとする被保険者は，保険者に対し高額療養費算定基準額に

　　　　係る所得区分の認定申請を行う。

　　　②　保険者は申請に基づき認定を行い，「限度額適用認定証」（様式第13号の

　　　　　2）を交付する（有効期限の記載あり）。

τ　様式第13号の2の限度額適用認定証の「適用区分」欄の記載について

　健康保険法施行令第42条第1項第2号に掲げる者（上位所得者）：「A」

　健康保険法施行令第42条第1項第1号に掲げる者（一般所得者）：「B」
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③　認定を受けた者は，保険医療機関等から療養（令第43条第1項第1号に掲

　げる入院療養等に限る。前掲第1の（1）参照）を受けようとするときは，

　被保険者証に添えて，限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出する。

　ただし，やむを得ない理由があるときは，この限りでない。

　　保険医療機関等に限度額適用認定証が提出されなかった場合には，高額療

　養費の現物給付の対象とならず，被保険者等は一旦，当該保険医療機関等に

　一部負担金等を支払い，保険者に高額療養費の支給申請を行う。

2）70歳未満の低所得者について（第105条）

　　※現行の70歳以上の低所得者に係る手続きと共通のものとする

①　認定を受けようとする被保険者は，保険者に対し高額療養費算定基準額に

　　係る所得区分の認定申請を行う。

②　保険者は申請に基づき認定を行い，「限度額適用・標準負担額減額認定証」

　　（様式第14号）を交付する（有効期限の記載あり）。※従前からある様式を使

　　用

　　　平成19年3月31目までに現行の「健康保険標準負担額減額認定証」（様式第

　　11号）の交付を受けている場合は，平成19年7月31日までの間，当該認定証

　　を改正後の様式第14号「限度額適用・標準負担額減額認定証」とみなす。（改

　　正省令附則第2条第2項）

　　　なお，「健康保険標準負担額減額認定証」（様式第11号）は今回の改正によ

　　り削除され，平成19年4月1目以降は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

　　（様式第14号）に一本化される。

○様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分欄について

健康保険法施行令第42条第1項第3号に掲げる者

（70歳未満の低所得者（住民税非課税））．「C」

健康保険法施行令第42条第2項第4号に掲げる者　※従前どおり

（70歳以上の低所得者（住民税非課税）で年金収入80万円以下等）

健康保険法施行令第42条第2項第3号に掲げる者　※従前どおり

　　　（70歳以上の低所得者（住民税非課税）で「1」以外の者）

「1」

「H」

③　認定を受けた者は，保険医療機関等から療養（令第43条第1項第1号に掲

　げる入院医療等に限る。前掲第1の（1）参照）を受けようとするときは，

　被保険者証に添えて，限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機

　関等に提出する。ただし，やむを得ない理由があるときは，この限りでない。

　　保険医療機関等に限度額適用・標準負担額減額認定証が提出されなかった
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場合には，高額療養費の現物給付の対象とならず，被保険者等は一旦，当該

保険医療機関等に一部負担金等を支払い，保険者に高額療養費の支給申請を

行う。

3）その他高額療養費の現物給付における留意事項

①高額療養費の現物給付における多数回該当の取扱い

　　　多数回該当の場合，保険医療機関等においては，入院療養等を受けている

　　被保険者等の入院期間が3か月を超えている場合など，当該保険医療機関等

　　において当該被保険者等が多数回該当に該当していることが確認できた場合

　　に限り対応する。

　　　被保険者等の転院などに伴い，当該保険医療機関等において当該被保険者

　　等が多数回該当に該当していることが確認できない場合等は，別途被保険者

　　からの高額療養費の支給申請に基づき，保険者が対応する。

②高額療養費の現物給付における世帯合算の取扱い

　　　同一月内に，複数の保険医療機関等から高額療養費の現物給付を受けた場

　　合や複数の者について高額療養費の現物給付を受けた場合など，世帯合算に

　　係る調整は，別途被保険者からの高額療養費の申請に基づき，保険者が対応

　　する。

2　船員保険法施行規則の一部改正（改正省令第2条関係）

　（1）　70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化関係（第47条ノ2／6

　　　及び第47条ノ2／8関係）

　　　　　上記1（1）に準じた改正。

3　国民健康保険法施行規則の一部改正（改正省令第4条関係）

　（1）　70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化関係（第27条の14の2

　　　関係）

　　　1）　認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は，保険

　　　　　者に対し高額療養費算定基準額に係る所得区分の認定申請を行う。

　　　2）　保険者は申請に基づき認定する。市町村国民健康保険においては，世帯主

　　　　　が保険料を滞納していない旨を確認できたときに認定を行う。ただし，保険

　　　　　料の滞納につき特別な事情がある場合又はその他保険者が適当と認める場合

　　　　　は，認定を行う。

　　　3）　保険者は申請に基づき認定を行った場合，「限度額適用認定証」（様式第1

　　　　　号の8）を交付する（有効期限の記載あり）。

　　　　　　ただし，当該被保険者が減額認定証（様式第1号の6）の交付を受けてお
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り，保険者が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合

は，当該減額認定証が限度額適用認定証を兼ねる。

　（※国保においては健保・船員とは異なり，今後も「減額認定証」（様式第

1号の6）が存続する。なお，すでに交付を受けている「減額認定証」（様式

第1号の6）を「限度額適用認定証」（様式第1号の8）とみなす措置はない。）

○様式第1号の8の限度額適用認定証の「適用区分」欄の記載について

　国民健康保険法施行令第29条の3第1項第2号に掲げる者（上位所得者）：「A」

　国民健康保険法施行令第29条の3第1項第1号に掲げる者←一般所得者）：「B」

　国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号に掲げる者

　　　　　　　　　　　　　　　　　（70歳未満の低所得者（住民税非課税））：「C」

4）　認定を受けた者は，保険医療機関から療養（令第29条の4第1項第1号に

　　掲げる入院療養等に限る。前掲第1の（1）参照）を受けようとするときは，

　　被保険者証に添えて，限度額適用認定証を当該保険医療機関に提出する．

　　　保険医療機関に限度額適用認定証が提出されなかった場合には，高額療養

　　費の現物給付の対象とならず，被保険者等は一一旦，当該保険医療機関に一一部

　　負担金等を支払い，保険者に高額療養費の支給申請を行う。

5）　高額療養費の現物給付における多数回該当及び世帯合算の取扱いは，上記

　　1（1）3）と同様。

（2）　地方公共団体が単独で実施する医療費助成事業（以下「地方単独事業」とい

　　う。）に関する医療の給付に係る高額療養費の算定基準等に関する規定の整備関

　　係（第27条の12第11号，第27条の15第1項第8号及び第2項第5号関係）

　1）　現在，以下の規定において，地方単独事業に関する医療の給付にあっては，

　　　公費負担医療と同様に扱うこととされている。　（今改正前の国民健康保険法

　　　施行規則においては，改正前の27条の12第11号等により健康保険法施行規則

　　　の規定を準用している。）

・　「健康保険法施行規則第98条第11号及び船員保険法施行規則第47条第10

　号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」

　　　　　　　　←一部改正：平成18年3月30目　厚生労働省告示第180号）

・　「健康保険法施行規則第106条第8号及び第107条第10号並びに船員保険

　法施行規則第47条ノ2／8第7号及び第47条ノ2／9第9号の規定に基

　づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」

　　　　　　　　（一部改正：平成18年3月30目　厚生労働省告示第181号）

一7一



・　「健康保険法施行規則第108条第7号及び船員保険法施行規則第47条ノ3

　第7号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」

　　　　　　　　（一一部改正：平成18年3月30目　厚生労働省告示第182号）

　公費負担医療に関する医療の給付に係る高額療養費の算定基準額の取扱い

は，国民健康保険法施行令第29条の3第5項各号に定める額とされているた

め，一律一般並みの所得区分で算定されることとなるが，国民健康保険にお

いては，公費負担医療における取扱いとは異なり所得区分に応じた取扱いと

していた平成18年3月以前と同様の取扱いとする。なお，平成18年度につい

ても，平成18年3月以前と同様の取扱いとして差し支えない．　（国民健康保

険以外は変更なし。）

※　低所得者の場合における公費事業者（都道府県等）の負担軽減

〔国民健康保険における70歳未満被保険者（低所得者）

（自己負担25，000円の場合）に係る高額療養費の例〕

公費負担医療

高額療養費

保険者負担分

～平成18年3月

一

　　自己負担
i25，000円）畳　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

@　35，400円

7割

、

平成18年4月～

　自己負担
（25，000円）

80，100円＋1％

7割

ノ

と公費負担医療

平成19年4月～

自己負担

（25，000円）

35，400円

7割

2）　1）の改正に伴い，以下のとおり関係告示の改正等を行う。

　①　国民健康保険法施行規則第5条の5第12号及び第27条の12第11号の規定

　　に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付

　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年5月29目厚生労働省告示第374号）

　　　　　　　　　（平成19年2月28目厚生労働省告示第33号により題名改正）
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②　国民健康保険法施行規則第27条の15第1項第8号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付（平成19年2月28日厚生労働省告示第34

号）の制定

③　国民健康保険法施行規則第27条の15第2項第5号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付（平成19年2月28日厚生労働省告示第35

　号）の制定

※健康保険法施行規則の規定を準用せずに，国民健康保険法施行規則におい

て規定することとした。

4　老人保健法施行規則の一部改正（改正省令第5条関係）

　　上記3（2）に準じた改正。

第3　施行日

　　　平成19年4月1目
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保発第1220005号
平成18年12月20目

健康保険組合理事長　殿

厚生労働省保険局長

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

　健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「令」と

いう。）が本日公布され、平成19年4月1目から施行されることとされたところである・

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十

分に留意の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。・

記

第1　改正の趣旨及び主な内容

　医療制度改革大綱（平成17年12月1日政府・与党医療改革協議会）において、「入

院に係る医療費については、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめるこ

とを検討する。」とされたこと等を踏まえ、健康保険法施行令（大正15年勅令第24

3号）等において所要の改正を行うとともに、健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号。以下r改正法」という。）のr部の施行に伴い・国家公務員共

済組合法施行令（昭和33年政令第207号）等において所要の整備等を行うものであ

る。

第2　改正の具体的内容

1　健康保険法施行令の一部改正（令第1条関係）

　　70歳未満の被保険者が保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費

の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者の所得区分に応じ、現

行の70歳以上の被保険者と同様に保険者から当該保険医療機関等に支払うものとす

　ること。なお、具体的な事務取扱いについては、追って通知すること・



2　船員保険法施行令（昭和28年政令第240号）及び国民健康保険法施行令（昭和

　33年政令第362号）の一部改正（令第3条及び第6条関係）
　　高額療養費に関する事項について、上記1の改正に準じた改正を行うこと。

3　社会保険診療報酬支払基金法施行令（平成11年政令第395号）の一部改正（令

第8条関係）

　　各保険者が社会保険診療報酬支払基金に委託する診療報酬の金額を段階的に縮減

　し、その保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね

　10分の3箇月とすること。

4　その他関係政令の一部改正
　　国家公務員共済組合法施行令等にっき、高額療養費に関する事項について上記1の

　改正に準じた改正を行うとともに、標準報酬月額の等級及び標準賞与額の上限並びに

　傷病手当金及び出産手当金の支給対象について、改正法第2条により改正された健康

　保険法（大正11年法律第70号）の規定に準じた改正を行うこと。



　　　　　　　　（参考資料）

（号外第285号）　（2分冊の1）
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す
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築
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す
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す
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光
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す
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令
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す
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康
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す
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を
改
正
す
る
政
令
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九
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六九三五五八三さ査
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茄
行
7

立
口

　
る
　
　
－
　
一

〇
出
入
国
管
理
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難
民
認
定
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改
正
す
る
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律
の
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政
令
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を
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す
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よ
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康
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す
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法
律
施
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規
則
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を
改

　
正
す
る
省
令
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環
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八
）
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告

示
〕
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企
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用
保
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法
第
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第
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第

　
五
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の
規
定
に
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業
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を
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定
す
る
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経
済
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業
三
四
九
）

O
中
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企
業
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用
保
険
法
第
二
条
第
三
項
第

　
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
取
刷
の
調
整

　
を
指
定
す
る
件
（
同
三
五
〇
）

O
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る

　
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

　
一
般
拠
出
金
率
を
定
め
る
件

　
　
（
環
境
一
五
〇
）

O
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る

　
法
律
施
行
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
石

　
綿
の
使
用
の
状
況
又
は
石
綿
に
よ
る
健
康

　
被
害
の
発
生
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の

　
調
査
を
定
め
る
件
（
同
一
五
一
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

　
再
生
関
係

［
＞

○

六七六
八

七
〇主茜七

五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

脇
本
号
で
公
布
さ
れ
た
難

タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

馨
法
令
の
あ
ら
ま
し
鑓

…
◇
政
治
資
金
規
正
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
律

　
第
二
三
号
）
（
総
務
省
）

1
　
主
た
る
構
成
員
が
外
国
人
又
は
外
国
法
人
で
あ
る
日

．
本
法
人
の
う
ち
上
場
会
社
で
あ
る
も
の
か
ら
の
寄
附
の

　
受
領
に
係
る
現
行
の
規
制
の
撤
廃

　
H
　
主
た
る
構
成
員
が
外
国
人
又
は
外
国
法
人
で
あ
る

　
　
日
本
法
人
の
う
ち
上
場
会
社
で
あ
っ
て
そ
の
発
行
す

　
　
る
株
式
が
証
券
取
引
所
に
お
い
て
五
年
以
上
継
続
し

　
　
て
上
場
さ
れ
て
い
る
者
（
新
設
合
併
又
は
株
式
移
転

　
　
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
合
併
に
よ
り
消

　
　
滅
し
た
会
社
又
は
株
式
移
転
を
し
た
会
社
の
う
ち
上

　
　
場
期
間
が
最
も
短
い
も
の
の
上
場
期
間
と
通
じ
て
五

　
　
年
以
上
継
続
し
て
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）

　
　
が
ら
の
寄
附
の
受
領
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
構
成
員

　
　
が
外
国
人
又
は
外
国
法
人
で
あ
る
団
体
等
か
ら
の
寄

　
　
附
の
受
領
を
禁
止
し
て
い
る
現
行
の
規
制
を
撤
廃
す

　
　
る
こ
と
と
し
た
。
（
政
治
資
金
規
正
法
第
二
二
条
の
五

　
　
第
一
項
関
係
）

　
目
　
H
の
者
は
、
政
治
滑
動
に
関
す
る
寄
附
を
す
る
と

　
　
き
は
、
H
の
者
で
あ
る
旨
を
、
文
書
で
、
寄
附
を
受

　
　
け
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

　
　
た
。
（
政
治
資
金
規
正
法
第
二
二
条
の
五
第
二
項
関

　
　
係
）

　
国
　
口
の
通
知
を
受
け
た
者
の
会
計
責
任
者
は
、
当
該

　
　
通
知
に
係
る
文
書
を
、
収
支
報
告
書
の
要
旨
が
公
表

　
　
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
政
治
資
金
規
正
法

　
　
第
一
六
条
第
二
項
関
係
）

　
圃
　
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
寄
附
を
受
け
た
場

　
　
合
で
あ
っ
て
、
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
H
の
者
で
あ

　
　
る
と
き
は
、
会
計
帳
簿
及
び
収
支
報
告
書
に
そ
の
旨

　
　
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
政
治

　
　
資
金
規
正
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
一
二
条

　
　
第
一
項
第
一
号
関
係
）

2
　
上
場
会
社
に
係
る
「
そ
の
主
た
る
構
成
員
が
外
国
人

　
又
は
外
国
法
人
で
あ
る
」
か
否
か
の
判
定
の
基
準
日

　
　
上
場
会
社
に
あ
っ
て
は
、
「
主
た
る
構
成
員
が
外
国
人

　
又
は
外
国
法
人
で
あ
る
」
か
否
か
の
判
定
は
、
直
近
の

　
定
時
株
主
総
会
に
係
る
株
主
名
簿
の
基
準
日
に
お
け
る

　
発
行
済
株
式
の
保
有
比
率
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
　
（
政
治
資
金
規
正
法
第
二
二
条
の
五
第
一
項
関
係
）

3
　
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
期
限
の
法
定
等

　
H
　
総
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
は
、
収
支
報
告
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
第
一
二
条

　
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ

　
　
る
場
合
（
提
出
す
べ
き
期
間
に
衆
謹
院
議
員
の
総
選

　
　
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
期
間
が
か
か
る

　
　
場
合
）
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

　
　
収
支
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
年
の
九
月
三
〇
日
ま
で

　
　
に
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
政
治
資
金

　
　
規
正
法
第
二
〇
条
第
一
項
関
係
）
　
　
　
　
　
一

　
口
　
総
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
又
は
こ
れ

　
　
に
添
付
し
、
若
し
く
は
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
（
3

　
　
及
び
5
に
お
い
て
「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う
．
）
で

　
　
収
支
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
る
前
の
も
の
に
つ

　
　
い
て
行
政
機
関
情
報
公
開
法
の
規
定
に
よ
る
開
示
の

　
　
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
収
支
報
告

　
　
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
る
日
前
は
開
示
決
定
を
行
わ

　
　
な
い
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

　
　
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
後
三
〇
日
を
経
過

　
　
す
る
日
ま
で
の
問
に
開
示
決
定
を
行
う
こ
と
と
し

　
　
た
．
（
政
治
資
金
規
正
法
第
二
〇
条
の
三
第
一
項
及
び

　
　
第
二
項
関
係
）

　
国
・
都
道
府
県
は
、
口
の
前
段
の
例
に
よ
り
、
収
支
報

　
　
告
書
等
に
係
る
情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
（
政
治
資
金
規
正
法
第
二
〇
条
の
三
第
三
項
関
係
）

　
四
　
政
党
助
成
法
の
使
途
等
報
告
書
等
に
つ
い
て
も
、

　
　
H
か
ら
国
ま
で
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し

　
　
た
。
（
政
党
助
成
法
第
三
一
条
及
び
第
三
二
条
の
二
関

　
　
係
）

4
　
金
融
機
関
へ
の
振
込
み
に
よ
る
支
出
に
係
る
収
支
報

　
告
書
等
の
添
付
書
面
の
簡
素
化

　
H
　
政
治
資
金
規
正
法
の
収
支
報
告
書
に
併
せ
て
提
出

　
　
す
べ
き
書
面
の
う
ち
、
金
融
機
関
へ
の
振
込
み
に
よ

　
　
る
支
出
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
出
の
目

　
　
的
を
記
載
し
た
書
面
及
び
金
融
機
関
が
作
成
し
た
振

　
　
込
み
の
明
細
書
の
写
し
を
も
っ
て
、
領
収
書
等
の
写

　
　
し
に
代
わ
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

　
　
し
た
。
（
政
治
資
金
規
正
法
第
一
二
条
第
二
項
関
係
）

　
⇒
　
公
職
選
挙
法
の
選
挙
運
動
収
支
報
告
書
に
添
付
す

　
　
べ
き
書
面
及
び
政
党
助
成
法
の
使
途
等
報
告
書
に
併

　
　
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
に
つ
い
て
も
、
H
と
同
様
の

　
　
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
公
職
選
挙
法
第
一
八

　
　
九
条
第
一
項
並
び
に
政
党
助
成
法
第
一
七
条
第
二
項

　
　
第
一
号
及
び
第
一
八
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）



6（号外第285号）報官水曜日平成18年12月20日
　
口
　
平
成
七
年
か
ら
平
成
一
六
年
ま
で
の
各
年
に
お
け

　
　
る
当
該
工
場
等
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
に
お
い

　
　
て
中
皮
腫
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
数
の
合
計
数
を
一

　
　
〇
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
市
町
村
の
人
口
で
除
し

　
　
て
得
た
数
に
一
〇
万
を
乗
じ
て
得
た
数
が
、
○
・
五

　
　
五
三
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
倒
　
昭
和
一
四
年
度
か
ら
平
成
一
六
年
度
ま
で
の
各
年

　
　
度
に
お
け
る
当
該
工
場
等
に
お
い
て
石
綿
に
さ
ら
さ

　
　
れ
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か

　
　
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
又
は

　
　
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
を
受
け
た
者

　
　
の
合
計
の
人
数
（
以
下
『
保
険
給
付
の
受
給
者
数
」

　
　
と
い
う
。
）
が
、
　
一
〇
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

4
　
特
別
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
は
、
特
別
事
業
場
ご

　
と
に
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計

　
額
を
合
算
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
＝
二
条
関
係
）

　
H
　
事
業
主
の
負
担
総
額
に
昭
和
二
六
年
か
ら
平
成
一

　
　
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
我
が
国
の
石
綿
の
輸
入

　
　
量
を
合
計
し
た
量
（
以
下
「
石
綿
の
輸
入
量
」
と
い

　
　
う
。
）
の
数
値
を
石
綿
の
輸
入
量
の
数
値
と
全
国
の
保

　
　
険
給
付
の
受
給
者
数
に
一
七
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
値

　
　
と
を
合
計
し
た
数
値
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て

　
　
得
た
額
に
、
当
該
特
別
事
業
場
に
お
け
る
石
綿
の
使

　
　
用
量
の
数
値
を
石
綿
の
輸
入
量
の
数
値
で
除
し
て
得

　
　
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額

　
口
　
事
業
主
の
負
担
総
額
に
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給

　
　
者
数
に
一
七
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
石
綿
の
輸
入

　
　
量
の
数
値
と
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
に
一
七

　
　
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
を
合
計
し
た
数
値
で
除
し

　
　
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
特
別
事
業

　
　
場
に
お
け
る
保
険
給
付
の
受
給
者
数
を
全
国
の
保
険

　
　
給
付
の
受
給
者
数
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得

　
　
た
額

5
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
一
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

　
る
こ
と
と
し
た
。

－
　
一
ブ
　
ロ
　
汚
ノ
労
働
’
）

　
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

　
七
〇
歳
未
満
の
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら

入
院
療
養
等
を
受
け
た
場
合
の
高
額
療
養
費
の
支
給
に

つ
い
て
、
改
正
前
の
七
〇
歳
以
上
の
被
保
険
者
と
同
様

に
、
保
険
者
か
ら
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
こ

と
と
し
た
。
（
第
四
二
条
～
第
四
四
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
η
　
弼

　
　
イ
　
5
　
そ
η

二
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

　
1
　
高
額
療
養
費
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
健
康
保

　
　
険
法
施
行
令
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
と

　
　
し
た
。
（
第
一
一
条
の
三
の
五
及
び
第
一
一
条
の
三
の

　
　
六
関
係
）

　
2
　
健
康
保
険
■
法
の
規
定
に
準
じ
て
、
標
準
報
酬
月
額

　
　
の
等
級
区
分
及
び
標
準
賞
与
額
の
上
限
額
並
び
に
傷

　
　
病
手
当
金
及
び
出
産
手
当
金
の
支
給
対
象
を
見
直
す

　
　
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
八
条
、
第
五
九
条
及
び
附
則
第

　
　
六
条
関
係
）

三
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
の
一
部
改

　
正
関
係

　
　
各
保
険
者
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
委
託

　
す
る
診
療
報
酬
の
金
額
を
、
そ
の
保
険
者
が
過
去
三
箇

　
月
に
お
い
て
最
高
額
の
費
用
を
要
し
た
月
の
診
療
報
酬

　
の
お
お
む
ね
一
〇
分
の
三
箇
月
と
す
る
こ
と
と
し
た
．

　
（
第
・
｝
条
関
係
）

四
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
一
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

　
る
こ
と
と
し
た
。

◇
出
入
国
管
理
及
び
雌
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
三
九

　
一
号
）
（
法
務
省
）

　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
一
八
年
法
律
第
四
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
一
九
年
二
月
一
日

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏

川
I

l去

律
…

　
政
治
資
金
規
正
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ

に
公
布
す
る
．

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

安
倍
　
晋
三

法
律
第
百
十
三
号

　
　
　
政
治
資
金
規
正
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

　
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
口
中
「
並
び
に
当
該
寄
附
」

　
を
「
、
当
該
寄
附
」
に
改
め
、
「
年
月
日
」
の
下
に
「
並

　
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項

　
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

　
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
二
条
第
一
原
中
「
か
か
る
場
合
」
の
下
に
「
（
第

　
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延

　
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号

　
口
中
「
並
び
に
当
該
寄
附
」
を
「
、
当
該
寄
附
」
に
改

　
め
、
「
年
月
日
」
の
下
に
「
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者

　
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ

　
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

　
そ
の
旨
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
」
の
下
に

　
「
又
は
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
金

　
融
機
関
若
し
く
は
日
本
郵
政
公
社
が
作
成
し
た
振
込
み

　
若
し
く
は
振
替
の
明
細
書
で
あ
っ
て
当
該
支
出
の
金
額

　
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
六
条
中
「
で
あ
っ
た
者
」
の
下
に
「
．
次
項
に

　
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
　
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
二
十
二
条
の
五

　
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当

　
　
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

　
　
に
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書

　
　
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日

　
　
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
」
の
下
に

「、

謠
¥
六
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
原
中
「
か

か
る
場
合
」
の
下
に
「
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報

告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
ご

を
加
え
、
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改

め
る
。

　
第
二
十
条
第
．
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。　

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

　
に
よ
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
の
提
出
期
限

　
が
延
長
さ
れ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

　
合
を
除
き
、
当
該
報
告
番
が
提
出
さ
れ
た
年
の
九
月

　
三
十
日
ま
で
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
．

　
（
収
支
報
告
轡
等
に
係
る
情
報
の
公
開
）

第
二
十
条
の
三
　
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七

　
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
又
は
こ
れ
に
添
付

　
し
、
若
し
く
は
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
（
以
下
こ

　
の
条
に
お
い
て
「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
で
第

　
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
報
告
書
の
要
旨

　
が
公
表
さ
れ
る
前
の
も
の
に
係
る
行
政
機
関
の
保
有

　
す
る
情
報
の
公
開
に
閲
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

　
律
第
四
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請

　
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
旨
が
公
表

　
さ
れ
る
日
前
は
同
法
第
九
条
第
一
項
の
決
定
を
行
わ

　
な
い
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
け
る
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

　
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
条

　
第
一
項
中
「
開
示
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以

　
内
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十

　
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規

　
定
に
よ
り
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
後
三
十

　
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
」
と
、
同
法
第
十
一
条

　
中
「
開
示
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
」
と

　
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
後
六

　
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
」
と
す
る
。

3
都
道
府
県
は
、
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
収

　
支
報
告
書
等
に
係
る
情
報
の
開
示
を
行
う
も
の
と
す

　
る
。
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（
一
般
拠
出
金
率
の
算
定
方
法
）

第
十
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
一
般
拠
出
金
率
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
礎
と
し
て
定
め
る
も
の

　
と
す
る
。

　
一
　
救
済
給
付
（
法
第
三
条
の
救
済
給
付
を
い
う
．
）
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
予
想
額
、
法
第
三
＋
二
条
第
一
項
の

　
　
規
定
に
よ
る
交
付
金
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
が
あ
る
と
き
は
そ
れ
ら
の
額
並
び
に
指
定
疾
病
の

　
　
発
生
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
一
般
拠
出
金
及
び
特
別
拠
出
金
の
額
と
し
て
必
要
で
あ
る
と

　
　
見
込
ま
れ
る
金
額
の
総
額
（
以
下
「
事
業
主
の
負
担
総
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
　
り
徴
収
さ
れ
る
特
別
拠
出
金
の
総
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額

　
二
　
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
全
国
の
労
災
保
険
適
用
事
業
主
（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
労
災
保
険
適
用
事
業
主

　
　
を
い
う
．
）
が
そ
の
事
業
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額
と
し
て
推
計
湿
た
額
と
全
国

　
　
の
船
舶
所
有
者
（
同
条
第
二
項
の
船
舶
所
有
者
を
い
う
。
）
が
使
用
す
る
す
べ
て
の
船
員
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総

　
　
額
と
し
て
推
計
し
た
額
と
の
合
計
額

　
（
徴
収
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
［
条
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
一
般
拠
出
金
に
つ
い
て
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に

　
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

　
る
。

読
替
え
に
係
る
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
十
九
条
第
一
項

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

縣
鵡
雛
駿
離
鶴
黎
つ
．
て

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

保
険
関
係
が
成
立
し
、
又
は
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て

縣
驕
離
騨
粥
鷲
鵠
鰭
耳
目
以
内
に
申
告
書
を
提
出
す
る
と
き

第
十
九
条
第
二
項

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

　
（
特
別
事
業
主
の
要
件
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七

　
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
が
設
置
さ
れ
た
工
場
又
は
事
業
場
そ
の
他
石
綿
の
使
用

　
の
状
況
又
は
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
発
生
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
で
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
よ

　
り
石
綿
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
工
場
又
は
事
業
場
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
以

　
下
「
特
別
事
業
場
」
と
い
う
。
）
を
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
石
綿
の
使
用
量
（
昭
和
二
十
六
年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
当
該
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て

　
　
使
用
さ
れ
た
石
綿
の
量
の
合
計
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
．
）
が
、
」
万
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
．

　
二
　
平
成
七
年
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
当
該
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
市
（
特
別
区

　
　
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
に
お
い
て
中
皮
腫
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
数
の
合
計
数
を
十
で
除
し
て
得
た
数
を
当

　
　
該
市
町
村
の
人
ロ
（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

　
　
号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
の
数
を
い
う
．
）
で
除
し
て
得
た
数
に
十
万
を
乗
じ
て
得

　
　
た
数
が
、
○
・
五
五
三
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
三
　
昭
和
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
当
該
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
石
綿
に
さ
ら

　
　
さ
れ
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
文
は
船
員

　
　
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
を
受
け
た
者
の
合
計
の
人
数
（
以
下
「
保
険
給
付
の
受
給
者
数
」
と
い
う
。
）
が
、

　
　
十
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
（
特
別
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
特
別
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
は
、
法
弟
四
十
七
条
第
一
項
の
特
別
事
業
主
が

　
有
し
、
又
は
有
し
て
い
た
特
別
事
業
場
ご
と
に
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
合
算
す
る
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
事
業
主
の
負
担
総
額
に
昭
和
二
十
六
年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
我
が
国
の
石
綿
の
輸
入
量
を

　
　
合
計
し
た
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
い
、
以
下
「
石
綿
の
輸
入
量
」
と
い
う
。
）
の
数
値
を
石
綿
の
輸
入
量
の
数

　
　
値
と
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
に
百
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
を
合
計
し
た
数
値
で
除
し
て
得
た
数
値
を

　
　
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
特
別
事
業
場
に
お
け
る
石
綿
の
使
用
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
の
数
値
を
石
綿

　
　
の
輸
入
量
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額

　
二
　
事
業
主
の
負
担
総
額
に
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
に
百
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
石
綿
の
輸
入
量
の
数

　
　
値
と
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
に
百
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
を
合
計
し
た
数
値
で
除
し
て
得
た
数
値
を

　
　
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
特
別
事
業
場
に
お
け
る
保
険
給
付
の
受
給
者
数
を
全
国
の
保
険
給
付
の
受
給
者
数
で
除

　
　
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
八
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
三
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

　
　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
て
納
付
す
る
石
綿
に
よ
る

　
　
　
健
廠
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
の
第
一
項
一
般
拠
出
金

　
　
四
　
削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
尾
身
　
幸
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
潭
　
伯
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
大
臣
　
若
林
　
正
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

政
令
第
三
百
九
十
号

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
．
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
喜
．
）
、
籍
庁
の
職
員
の
給
与
等
歯
す
る
葎
（
昭
和
二
＋
七
年
葎
第
一
青
六
＋
六
号
）
第
二

十
二
条
第
一
項
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
十
一
条
ノ
六
第
二
項
私
立
学
校
教
職
員
共
．

済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
附
則
第
二
十
五
項
及
び
附
則
第
二
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
．
λ

ら
れ
た
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
六
十
条
の

二
第
二
項
及
び
第
百
二
十
六
条
の
五
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
家
公
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務
員
共
済
組
合
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
五
十
七

条
の
二
第
二
項
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
、

第
六
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
及
び
附
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
十
四
条
第
四
項
並
び
に
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
イ

　
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に

　
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
の
療
養
」
の
下
に
「
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
）
」

　
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
入
院
療
養
　
次
の
」
を
「
入
院
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る

　
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
入
院
療
養
に
限
る
。
）
　
次
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一

　
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
入
院
療
養
又
は
入
院
療
養
以
外
の
療
養
で
あ
っ
て
一
の
保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
医

　
　
　
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
療
養
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
を

　
　
　
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
院
療
養
等
」
と
い
う
。
）
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

　
　
　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
　
イ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
　
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
八
万
百
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

　
　
　
　
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な

　
　
　
　
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ

　
　
　
　
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

　
　
　
　
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

　
　
　
　
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
．

　
　
　
ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
　
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
十
五
万
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

　
　
　
　
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き

　
　
　
　
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の

　
　
　
　
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の

　
　
　
　
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高

　
　
　
　
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

　
　
　
ハ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
　
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

　
　
　
　
あ
っ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

　
　
第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三

　
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
十
四
条
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二

　
号
又
は
第
三
号
」
と
、
「
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第

　
一
号
ロ
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

　
（
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次

　
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
七
条
の
六
の
三
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
二

　
項
」
を
「
第
二
項
及
び
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条

　
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項

　
を
加
え
る
。

　
　
衛
官
等
に
代
わ
り
、

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら

　
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

　
　
自
衛
官
等
が
同
一
の
月
に
一
の
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
関
か
ら
入

　
院
療
養
（
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
当
該
療
養
と
併
せ
て
行
う
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

　
ま
で
に
掲
げ
る
療
養
を
含
む
。
）
を
い
う
．
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
入
院
療
養
以
外
の
療
養
で
あ
っ
て

　
一
の
医
療
機
関
に
よ
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
療
養
と
し
て
長
官
が
定
め
る
も
の
に

　
該
当
す
る
も
の
（
当
該
自
衛
官
等
が
第
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す

　
る
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
入
院
療
養
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
長

　
官
が
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
第
十
七
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
第
十
七
条
の
四
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
■

　
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
を
除
く
．
）
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の

　
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
金
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

　
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
額
」
と
い
う
。
）
の

　
限
度
に
お
い
て
、
当
該
控
除
後
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
免
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
自

　
衛
官
等
に
対
し
第
十
七
条
の
六
第
｝
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
マ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
官
又
は

　
　
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
八
万
百
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
長
官
が
定
め
る

　
　
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い

　
　
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ

　
　
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

　
　
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金

　
　
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
．
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と

　
　
す
る
。

　
二
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
官
又
は

　
　
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
十
五
万
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
長
官
が
定
め
る

　
　
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、

　
　
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の

　
　
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
餓
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と

　
　
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算

　
，
額
．
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

　
三
　
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
官
又
は

　
　
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
三
万
五
千
四
百
円
．
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

　
　
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

　
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
の
支
払
が
行

　
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
長
官
が
指
定
す
る
本
庁
の
機
関
又
は
自
衛
隊
の
部
隊
若
し
く
は
機
関
は
、
第
十
七
条
の

　
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
か
ら
前

　
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
自

　
　
　
　
　
　
　
　
当
該
医
療
機
関
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

2
　
自
衛
官
等
が
同
一
の
月
に
一
の
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
か
ら
入
院
療

　
養
等
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
（
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
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第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
の
療
養
」
の
下
に
「
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
ご
を
加
え
、
同

号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
入
院
療
養
　
次
の
」
を
「
入
院
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
以
後
の
入
院
療
養
に
限
る
。
）
　
次
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　
入
院
療
養
又
は
入
院
療
養
以
外
の
療
養
で
あ
っ
て
一
の
保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
医

学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
療
養
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
院
療
養
等
」
と
い
う
。
）
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
社
会
保
険
庁
長
官
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
八
万
百
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令

．
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円

　
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
｝
を
乗
じ
て

　
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と

　
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た

　
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
社
会
保
険
庁
長
官
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
十
五
万
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た

　
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
｝
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
｝

　
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

　
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た

だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
台
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

ハ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
社
会
保
険
庁
長
官
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

　
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に

第
四
十
二
級

第
四
十
三
級

、

一
五
〇
、
O
O
O
円

一、

齠
�
Z
、
O
O
O
円 、

　
一
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
　
一
七

、
　
一
七
五
、
○
○
○
円
以
上

　
　
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

　
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
二
号
又
『

　
は
第
三
号
」
と
、
「
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」

・
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
六
条
の
表
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
一

　
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
．

　
　
第
二
十
条
第
一
項
の
表
第
六
十
六
条
第
一
項
の
項
か
ら
第
六
十
七
条
第
三
項
の
項
ま
で
及
び
同
条
第
三
項
を
削

　
る
。

附
則
第
五
項
中
　
第
三
十
九
級
　
　
九
八
○
、
O
O
O
円

口
口
U
」
を

九
五
五
、
○
O
O
円
以
上

第
三
十
九
級

九
八
○
、
O
O
O
円

九
五
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
O
O
五
、

第
四
十
級

一、

Z
三
〇
、
○
O
O
円一、

宦
Z
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
〇
五

第
四
十
一
級

一、

Z
九
〇
、
○
○
○
円

一、

Z
五
五
、
O
O
O
円
以
上
｝
、
一
一

○
○
○
円
未
満
．

五
、
O
O
O
円
未
満

五
、
0
0
0
円
未
満

五
、
○
○
○
円
未
満

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
附
則
第
六
項
中
「
二
百
万
円
」
を
「
五
百
四
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
噴

　
　
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
第

　
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
中
『
除
き
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
」
を
「
除

　
く
」
に
、
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改

　
め
、
同
項
第
二
号
中
「
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
」
を
「
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の

　
療
養
に
限
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
入
院
療
養
　
次
の
」
を
「
入
院
原
盤
（
七

　
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
入
院
療
養
に
限
る
．
）
　
次
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、

　
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
入
院
療
養
又
は
入
院
療
養
以
外
の
療
養
で
あ
っ
て
一
の
法
弟
五
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
に
よ
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
療
養
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
次
号
及

　
　
　
び
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
院
療
養
等
」
と
い
う
．
）
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

　
　
　
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額

　
　
　
イ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

　
　
　
　
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
八
万
百
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
　
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、

　
　
　
　
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金

　
　
　
　
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

　
　
　
　
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金

　
　
　
　
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
．
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
由
万
四
千
四
百
円

　
　
　
　
と
す
る
。

　
　
　
ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

　
　
　
　
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
十
五
万
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
　
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万

　
　
　
　
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数

　
　
　
　
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

　
　
　
　
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。

　
　
　
　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

　
　
　
ハ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

　
　
　
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
　
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。
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第
十
一
条
の
三
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三

の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
六

十
七
条
」
を
「
又
は
第
六
十
四
条
」
に
改
め
、
「
と
、
法
第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
公
務
に
よ
ら
な
い
で
病
気
に
か
か

り
、
又
は
負
傷
し
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
に
よ
ら
な
い
病
気
又
は
負
傷
（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
後
に
お
け
る

病
気
及
び
負
傷
を
含
む
。
）
を
し
」
と
、
「
勤
務
」
と
あ
る
の
は
「
労
務
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
」
と
あ
る
の
は

「
労
務
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
退
職
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
」
と
、
「
退
職

し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
な
か
っ
た
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
の

傷
病
手
当
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
手
当
金
」
と
、
法
第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
勤
務
」
と
あ
る
の
は
「
労
務
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
退
職
後
六
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
以
内
」
と
、
「
退
職
後
出
産
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
喪
失
後
出
産
す
る
」
と
、
同
条
第
三

項
中
「
退
職
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
」
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　
第
五
十
九
条
中
「
、
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第
六
十
四
条
」
に
改
め
る
。

圓
」
を

ハ
条
第
一
項
中

第
三
九
級

九
八
○
、

O
O
O
円

九
五
五
、

第
三
九
級

九
八
○
、

O
O
O
円

一、

九
五
五
、
○
〇
五
、

O
O
O
円
以
上
O
O
O
円
未
満

第
四
〇
級

一、

〇
三
〇
、

O
O
O
円

一
、
一
、

O
O
五
、
〇
五
五
、

O
O
O
円
以
上
O
O
O
円
未
満

第
四
一
級

一、

〇
九
〇
、

○
○
○
円

一
、
一
、

〇
五
五
、
一
一
五
、

○
○
○
円
以
上
○
O
Q
円
未
満

第
四
二
級

一、

一
五
〇
、

O
O
O
円

，
一
、
一
、

一
一
五
、
一
七
五
、

O
O
O
円
以
上
O
O
O
円
未
満

第
四
三
級

一、

二
一
〇
、

O
O
O
円
一、

一
七
五
、

O
O
O
円
以
上

　
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
百
万
円
」
を
「
五
百
四
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
略
号
た
だ
し
雪
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一

　
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
」
に
改
め
為
。
　
　
　
　
　
一

　
　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い

　
て
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
」
を
「
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
を

　
い
う
。
脳
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を

　
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
の
療
養
」
の
下
に
「
（
七
十
歳
に
達
す

　
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
入
院

　
療
養
　
イ
か
ら
」
を
「
入
院
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
入
院
療
養
に
限
る
．
）
　
イ
か

　
ら
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
入
院
療
養
又
は
入
院
療
養
以
外
の
療
養
で
あ
っ
て
一
の
保
険
医
療
機
関
に
よ
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
医
学

　
　
　
的
管
理
の
下
に
お
け
る
療
養
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
を
除

　
　
　
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
院
療
養
等
」
と
い
う
．
）
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
　
　
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
　
イ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
遭
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
八
万
百
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

　
　
　
　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た

　
　
　
　
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
　
　
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

　
　
　
　
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と

　
　
　
　
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

　
　
　
ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
十
五
万
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

　
　
　
　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と

　
　
　
　
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満

　
　
　
　
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
．
て

　
　
　
　
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

　
　
　
　
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

　
　
　
ハ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
三
万
五
千
四
百
円
．
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

　
　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

　
　
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第

　
　
附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

　
正
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
轡
中
「
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
原
中
「
除
き
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
」
を

　
「
除
く
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

　
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
」
を
「
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌

　
月
以
後
の
療
養
に
限
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
入
院
療
養
　
次
の
」
を
「
入
院

　
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
入
院
療
養
に
限
る
。
）
　
次
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

　
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
｝
号
を
加
．
λ
る
。

　
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
保
険
医
療
機
関
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二

　
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
・
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
の

　
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一

　
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
　
地
方
公
筋
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
第
一
号
イ
か
ら
バ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

一　

�
@
療
養
又
は
入
院
療
養
以
外
の
療
養
で
あ
っ
て
一
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関

に
よ
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
療
養
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
次
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
院
療
養
等
」
と
い
う
。
）
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額

イ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

　
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
八
万
百
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、

　
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
悼
て
の
金

　
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

　
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金

　
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円

　
と
す
る
。



66（号外第285号）報官水曜日平成18年12月20日
　
　
　
ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

　
　
　
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
十
五
万
円
と
、
当
該
入
院
療
養
等
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
　
り
算
定
し
た
当
該
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万

　
　
　
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数

　
　
　
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

　
　
　
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。

　
　
　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

　
　
　
ハ
　
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

　
　
　
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
　
三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

　
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三

条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
．

　
第
二
十
三
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
傷
病
手
当
金
の
算
定
に
お
け
る
政
令
で
定
め
る
数
値
）

第
二
十
三
条
の
五
の
二
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
値
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

　
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
と
す
る
。

　
第
二
十
三
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
（
出
産
手
当
金
の
算
定
に
お
け
る
政
令
で
定
め
る
数
値
）

第
二
十
三
条
の
六
の
二
　
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
値
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

　
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
と
す
る
。

　
　
第
五
十
条
第
一
項
中
「
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
六
十

九
条
」
を
「
又
は
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
「
と
、
法
弟
六
十
八
条
第
一
項
中
「
公
務
に
よ
ら
な
い
で
病
気
に
か
か
り
、

又
は
負
傷
し
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
に
よ
ら
な
い
病
気
又
は
負
傷
（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
後
に
お
け
る
病
気

及
び
負
傷
を
含
む
。
）
を
し
」
と
、
「
勤
務
」
と
あ
る
の
は
「
労
務
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
」
と
あ
る
の
は
「
労

務
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
退
職
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
」
と
、
「
退
職
し
な

か
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
な
か
っ
た
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
の
傷
病

手
当
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
手
当
金
」
と
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
勤
務
」
と
あ
る
の
は
「
労
務
」
と
、
同

条
第
二
項
中
「
退
職
後
六
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

　
以
内
」
と
、
「
退
職
後
出
産
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
喪
失
後
出
産
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
退
職
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
」
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
五
十
条
の
二
中
「
、
第
六
十
六
条
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
．

　
　
附
則
第
三
十
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
短
期
給
付
等
に
係
る
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
及
び
期
末
手
当
等
の
最
高
限
度
額
の
特
例
）

　
第
三
十
七
条
の
二
　
法
附
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
百
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
健

　
　
康
保
険
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
且
額
等
級
の
最
高
等
級
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
を
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定

　
　
す
る
政
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
一
般
職
の
職
員
で
あ
る
組
合

　
　
員
に
あ
っ
て
は
当
該
最
高
等
級
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

　
　
数
値
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
い
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
し
、

　
　
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
あ
っ
て
は
当
該
最
高
等
級
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

　
2
　
法
附
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
百
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
の
額

　
　
に
係
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
五
百
四
十
万
円
と
す
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

．
改
正
す
る
．

　
　
第
一
桑
中
「
十
分
の
四
箇
月
」
・
を
「
十
分
の
三
箇
月
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
桑
中
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第

　
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二
条
第
七
項
に

　
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
」
を
「
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機

　
関
を
い
う
．
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
附
則
第

　
二
条
第
七
項
の
改
正
規
定
（
「
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
保
険
医
療
機
関
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
．
）
は
、
公
布
の
日

　
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に

　
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
高
額

　
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

　
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
施
行
日
前
に
加
入
者
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
を
い
う
。
以
下
こ

　
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
を
取
得
し
て
、
施
行
日
ま
で
引
き
続
き
加
入
者
の
資
格
を
有
す
る
者
（
同
法
第
二
十

　
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継

　
続
加
入
者
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
二
条
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
九
年
四
月
か
ら

　
標
準
給
与
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
給
与
を
い
う
．
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
改
定
さ
れ
る
べ
き
者

　
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同
年
三
月
の
標
準
給
与
の
月
額
が
九
十
八
万
円
で
あ
る
も
の
（
当
該
標
準
給
与
の
月
額
Φ
基
礎

　
と
な
っ
た
給
与
月
額
が
百
万
五
千
円
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
標
準
給
与
は
、
当
該
標
準
給
与
の
月
額
の
基
礎

　
と
な
っ
た
給
与
月
額
を
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
附
則
第
五
項
の
規
定
に

　
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
給
与
の
基
礎
と
な
る
給
与
月
額
と
み
な
し
て
、
日
本
私
立

　
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
改
定
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
改
定
さ
れ
た
標
準
給
与
は
、
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
同
年
八
月
ま
で
の
各
月
の
標
準
給
与
と

　
す
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い

　
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
条
　
施
行
日
前
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
の
資
格
を
取
得
湿
て
、
施
行
日
ま
で
引
き
続
き
組
合
員
の
資

　
格
を
有
す
る
者
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
及
び
同
法
、

　
附
則
第
十
三
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
継
続
組
合
員
並
び
に
同
法
第
四
十
二
条
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定

　
に
よ
り
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
標
準
報
酬
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
の
月
額
が
改
定
さ
れ
る
べ
き
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同
年
三
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
九
十
八
万
円
で
あ
る

　
も
の
（
当
該
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
が
百
万
五
千
円
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
標
準
報

　
酬
は
、
当
該
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
を
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済

　
組
合
法
施
行
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬

　
の
基
礎
と
な
る
報
酬
月
額
と
み
な
し
て
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
が
改
定
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
改
定
さ
れ
た
標
準
報
酬
は
、
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
同
年
八
月
ま
で
の
各
凋
の
標
準
報
酬
と

　
す
る
。

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ

　
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
施
行
旧
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保

　
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
分
の
三
箇
月
」
と
あ
る
の
は
、

　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
は
「
百
分
の
三
十
六
箇
月
」
と
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

　
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
百
分
の
三
十
三
箇
月
」
と
す
る
．

　
（
老
人
保
健
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
老
人
保
健
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次

　
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

　
　
附
則
第
五
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、

　
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項

　
第
二
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
九
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
イ
」
を
「
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
十
｝
条
第
三
項
第
一
、
号
中
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」

　
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め

　
る
。

　
　
附
則
第
十
三
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
イ
」
を
「
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

　
　
総
務
大
臣

　
　
財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

柳伊尾菅安
澤吹身　倍

伯文幸義晋
夫明次偉三

　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

安
倍
　
晋
三

政
令
第
三
百
九
十
一
号

　
　
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

　
内
閣
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第

一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、

平
成
十
九
年
二
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
　
長
勢
　
甚
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
冬
柴
　
鐡
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

…
省

令
i
l
”
1

○
法
務
省
令
第
八
十
六
号

　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に

伴
い
、
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
■
長
勢
　
甚
遠

　
　
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
省
令

　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
第
五
十
一
条
第
一
号
中
「
入
港
す
る
」
を
「
到
着
す
る
」

に
、
「
入
港
前
」
を
「
到
着
す
る
九
十
分
前
ま
で
」
に
、
「
入

港
を
」
を
「
到
着
を
」
に
、
「
入
港
時
刻
」
を
「
到
着
時
刻
」

に
改
め
る
。

　
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。　

　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
泓

　
舶
に
あ
っ
て
は
到
着
す
る
二
時
間
前
ま
で
に
、
航
空
機

　
に
あ
っ
て
は
到
着
す
る
九
十
分
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

　
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
ま
で
に
行
え
ば
足
り
る
。

　
一
　
船
舶
で
あ
っ
て
、
北
緯
四
十
五
度
三
十
分
、
東
経

　
　
百
四
十
度
、
北
緯
四
十
七
度
及
び
東
経
百
四
十
四
度

　
　
の
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
本
邦
外
の
地
域
を
出
発
し
て

　
　
北
海
道
（
北
緯
四
十
五
度
か
ら
北
で
あ
る
地
域
に
限

　
　
る
。
）
に
あ
る
出
入
国
港
に
到
着
す
る
場
合
　
到
着
前

　
二
　
船
舶
で
あ
っ
て
、
北
緯
三
十
四
度
、
東
経
百
二
十

　
　
七
度
三
十
分
、
北
緯
三
十
六
度
及
び
東
経
百
三
十
度

　
　
の
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
本
邦
外
の
地
域
を
出
発
し
て

　
　
長
崎
県
対
馬
市
又
は
壱
岐
市
に
あ
る
出
入
国
港
に
到

　
　
着
す
る
場
合
　
到
着
前

　
三
　
船
舶
で
あ
っ
て
、
北
緯
二
十
三
度
、
東
経
百
二
十

　
　
一
度
、
北
緯
二
十
六
度
及
び
東
経
百
二
十
三
度
の
線

　
　
に
よ
り
囲
ま
れ
た
本
邦
外
の
地
域
を
出
発
し
て
沖
縄

　
　
県
石
垣
市
、
宮
古
島
市
、
宮
古
郡
多
良
間
村
、
八
重

　
　
山
郡
竹
富
町
又
は
八
重
山
郡
与
那
国
町
に
あ
る
出
入

　
　
国
港
に
到
着
す
る
場
合
　
到
着
煎

る
」は

旅
券
」

録
記
号
」

二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
四
　
航
空
機
で
あ
っ
て
、
本
邦
外
の
地
域
を
出
発
し
て

　
　
出
入
国
港
に
到
着
す
る
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時
間

　
　
以
上
二
時
間
未
満
で
あ
る
場
合
　
到
着
す
る
三
十
分

　
　
前

五
　
航
空
機
で
あ
っ
て
、
本
邦
外
の
地
域
を
出
発
し
て

　
　
出
入
国
港
に
到
着
す
る
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時
間

　
　
未
満
で
あ
る
場
合
　
到
着
前

　
六
　
出
入
国
港
を
出
発
し
て
、
本
邦
外
の
地
域
を
経
由

　
　
す
る
こ
と
な
く
出
入
国
港
に
到
着
す
る
場
合
　
到
着

　
　
前

　
　
前
項
に
規
定
す
る
報
告
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が

　
あ
る
場
合
を
除
き
、
書
面
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定

「
第
五
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め

　
　
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
乗
員
手
帳
」
の
下
に
「
又

　
　
　
　
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
登
録
番
号
」
を
「
登

　
　
　
　
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

2に
よ
り
船
舶
等
の
長
が
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

3
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定

　
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
船
舶
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項

　
　
イ
　
船
舶
の
名
称
、
所
属
す
る
国
名
、
到
着
日
及
び

　
　
　
到
着
す
る
出
入
国
港
名

　
　
ロ
　
乗
員
の
氏
名
、
国
籍
、
生
年
月
日
、
乗
員
手
帳

　
　
　
又
は
旅
券
の
番
号
及
び
職
名
（
出
入
国
港
か
ら
出

　
　
　
発
し
た
船
舶
が
、
予
定
さ
れ
た
計
画
に
従
っ
て
、

　
　
　
出
発
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内

　
　
　
に
同
一
の
出
入
国
港
に
到
着
す
る
場
合
に
お
い

　
　
　
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ

　
　
　
の
旨
）

　
　
ハ
　
乗
客
の
氏
名
、
国
籍
、
生
年
月
日
、
旅
券
の
番

　
　
　
号
、
出
発
地
及
び
最
終
目
的
地

　
二
　
航
空
機
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項

　
　
イ
　
航
空
機
の
登
録
記
号
又
は
便
名
、
所
属
す
る
国

　
　
　
名
、
到
着
日
及
び
到
着
す
る
出
入
国
港
名

　
　
ロ
　
乗
員
の
氏
名
、
国
籍
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び

　
　
　
乗
員
手
帳
又
は
旅
券
の
番
号

　
　
ハ
　
乗
客
の
氏
名
、
国
籍
、
生
年
月
日
、
性
別
、
旅

　
　
　
券
の
番
号
、
出
発
地
及
び
最
終
目
的
地

4
　
本
邦
か
ら
出
発
す
る
船
舶
等
に
対
す
る
前
項
の
規
定

　
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ

　
中
「
到
着
日
」
と
あ
る
の
は
「
出
発
日
や
と
、
「
到
着
す

　
る
」
と
あ
る
の
は
「
出
発
す
る
」
と
、
同
項
第
一
号
ロ

　
中
「
職
名
（
出
入
国
港
か
ら
出
発
し
た
船
舶
が
、
予
定

　
さ
れ
た
計
画
に
従
っ
て
、
出
発
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起

　
算
し
て
十
四
日
以
内
に
同
一
の
出
入
国
港
に
到
着
す
る

　
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き

　
は
、
そ
の
旨
）
」
と
あ
る
の
は
「
職
名
」
と
す
る
。

　
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。　

一
　
法
弟
五
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の

　
　
規
定
に
よ
る
報
告

　
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三

号
中
「
第
五
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
五
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同

項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
　
（
施
行
期
日
）

　
こ
の
省
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十

九
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

　
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

○
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
復
及
び
関
係
政
令
の
規
定

に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）

　
　
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
、

　
に
改
め
、
『
正
副
二
通
」
を
削
る
。

　
　
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
二
、

　
削
る
。

　
　
第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
健
康
保
険
組
合
は
」
の
下
に
「
、

　
資
格
の
取
得
の
確
認
を
行
っ
た
と
き
、

　
　
第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
申
請
」
の
下
に
「
、

　
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、

　
　
者
が
認
め
る
と
き
は
、
事
業
主
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
　
第
四
十
九
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

　
3
　
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
は
、

　
　
号
に
よ
る
被
保
険
者
証
を
被
保
険
者
に
再
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
の
」
を

　
の
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
八
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
一
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

　
　
第
五
十
八
条
第
二
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を

　
条
第
三
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
二
」
を

　
　
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
　
削
除

　
　
第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
が
減
額
認
定
証
」
を
「
が
限
度
額
適
用
・

　
項
に
規
定
す
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
い
う
。

　
同
じ
。
）
」
に
、
「
、
減
額
認
定
証
」
を
「
、
限
度
額
適
用
・

　
号
中
「
減
額
認
定
証
」
を
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

　
　
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を

　
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
二
」
を

　
　
第
六
十
二
条
の
四
を
第
六
十
二
条
の
五
と
し
、

　
　
（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
に
関
す
る
特
例
）

　
第
六
十
二
条
の
四
　
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
限
度
額
適
用
・

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

第
四
十
二
条
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
を
「
及
び
第
四
十
二
条
」

第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
正
副
二
通
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
第
三
十
九
粂
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の

又
は
彼
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
音
読
の
再
交
付
」
を
加
え
、
同
項

事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
保
険

　
　
　
　
　
　
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
と
き
は
、
様
式
第
九

『
被
保
険
者
（
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
　
　
　
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」

「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
二
」
に
改
め
る
。

に
改
め
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
第
百
五
条
第
二

　
　
　
　
　
　
　
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
二
条
の
四
に
お
い
て

　
　
　
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、

　
　
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
二
」
に
改
め
る
。

同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
保
険
医
療
機
関
等
に
提

　
出
し
な
い
こ
と
に
よ
り
減
額
し
な
い
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
支
払
っ
た
場
台
で
あ
っ
て
、
限
度
額
適
用
・
標
準

　
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
出
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
生
活
療
養
に
つ
い
て

　
支
払
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
支
払
う
べ
き
で
あ
っ

　
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
入
院
時
生
活
療
養
費
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し

　
て
被
保
険
者
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
社
会

二
　
生
活
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
生
活
療
養
を
受
け
た
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
傷
病
名
及
び
発
病
又
は
負
傷
の
原
因

五
　
生
活
療
養
に
つ
い
て
支
払
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額

六
　
生
活
療
養
を
受
け
た
者
の
入
院
の
期
間

七
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
保
険
医
療
機
関
等
に
提
出
し
な
い
理
由

八
　
疾
病
又
は
負
傷
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
第
三
者
の
氏
名
及
び
住

　
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

3
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
認
定
に
関
す

　
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
八
十
三
条
第
七
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
条
中
「
、
第
六
十
二
条
の
四
」
を
「
か
ら
第
六
十
二
粂
の
五
ま
で
」
に
改
め
、
「
第
八
十
三
条
」
の
下
に

「、

謨
S
三
条
の
二
」
を
加
え
る
。

　
第
九
十
三
集
中
「
第
六
十
条
第
“
項
又
は
第
百
五
条
第
五
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
五
項
又
は
第
百
五
条
第
四

項
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
九
条
策
九
項
中
「
第
四
卜
七
条
第
二
項
、
第
四
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
九
条
第
四
項
、
第
五
十
条
篇
四

項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
五
十
条
第
五
項
を
除
く
。
）
」
に
、
「
と
あ
る

の
は
、
」
を
「
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
、
「
し
な
い
者
」
」
の
下
に
「
と
、
第
五
十
粂
第
二
項
中
「
被
保
険
者
に
」
と
あ

る
の
は
「
被
保
険
者
（
第
九
十
九
条
第
八
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
を
除
く
。
）
に
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
被
保

険
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
（
第
九
十
九
条
第
八
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
を
除
く
。
）
は
」
と
、
同
条
第

五
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
被
保
険
者
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
八
項
の
意
思
を
表

示
し
な
い
者
」
」
を
加
え
る
。

　
第
百
一
条
中
「
支
給
」
の
下
に
「
が
あ
り
、
か
つ
、
第
五
十
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
背
と
し
て
食

事
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
」
を
、
「
生
活
保
纏
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
」
を
加

え
る
。

　
第
百
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
限
度
額
適
用
認
定
の
申
請
等
）

第
百
三
条
の
二
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
口
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

　
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、

　
社
会
保
険
箏
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
被
保
険
考
証
の
記
号
及
び
番
号

　
二
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

2
　
祉
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
十

　
三
号
の
二
に
よ
る
限
度
額
適
川
認
定
証
を
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

　
遅
滞
な
く
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
．

　
二
　
保
険
者
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

　
三
　
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
。

　
四
　
令
弟
四
十
三
条
第
一
項
窮
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が

　
　
同
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
祠
号
口
に
掲
げ
る
場
合
に
談
当
し
て
い
る
旨
の
認
定

　
　
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
台
に
該
当
し
な
！
￥
な
っ
た
と
き
。

　
五
　
限
度
額
適
用
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
。

　
六
　
被
保
険
音
叉
は
そ
の
被
扶
養
者
が
、
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

4
　
被
保
険
者
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
そ
の
他
の
手
続
を
事
業
主
を
経
由
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

　
事
業
主
及
び
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意
思
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

5
　
認
定
を
受
け
た
者
は
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
（
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
入
院
療
養
等

　
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
証
に
添
え
て
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
当
該
保
険
医
療
機
関

　
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

6
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
台
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
限
度
額
適
用
謎
定
証

　
を
当
技
保
険
医
療
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四

　
項
ま
で
の
規
定
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
窮
五

　
十
条
第
五
項
を
除
く
。
）
中
「
任
意
継
続
破
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
被
保
険
音
叉
は
第
百
三
条
の
二
第

　
四
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
、
第
五
十
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
に
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
（
第
百

　
三
条
の
二
第
四
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
を
除
く
。
）
に
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
被
保
険
脅
は
」
と
あ
る
の
は

　
「
被
保
険
者
（
第
百
三
条
の
二
第
四
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
を
除
く
。
）
は
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
任
意
継

　
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
被
保
険
者
若
し
く
は
第
百
三
条
の
二
第
四
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」

　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
百
四
条
の
見
出
し
を
「
（
令
策
四
十
三
条
策
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
二
号
ロ
の
入
院
療
養
等
に
要
し

た
費
用
の
額
の
算
定
）
」
に
、
同
条
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
若

し
く
は
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
又
は
同
項
第
二

号
ロ
」
に
改
め
る
。
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第
百
五
条
第
一
項
中
「
又
は
二
」
を
「
又
は
第
二
号
ハ
若
し
く
は
二
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五

項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

6
　
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

　
で
並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
五
十
条
第
五
項
を
除
く
。
）
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の

　
は
「
任
意
継
続
被
保
険
者
又
は
第
百
五
条
第
三
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
、
第
五
十
条
第
二
項
中
「
被
保

　
険
者
に
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
（
第
百
五
条
第
三
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
を
除
く
。
）
に
」
と
、
同
条
第

　
三
項
中
「
被
保
険
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
（
第
百
五
条
第
三
項
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
を
除
く
。
）
は
」

　
と
、
同
条
第
五
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
任
意
継
続
被
保
険
者
若
し
く
は
第
百
五
条
第
三
項

　
の
意
思
を
表
示
し
な
い
者
」
と
、
第
百
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
中
「
令
第
四
十
三
条
策
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ

　
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
祠
号
イ
に
掲
げ
る
場
台
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

　
と
き
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
ロ
」
と
あ
る
の

　
は
「
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が

　
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認

　
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
祠
号
二
に
掲
げ
る
場
合

　
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
百
五
条
第
七
項
を
削
る
。

　
第
百
十
一
条
中
「
及
び
第
百
五
条
第
七
項
」
を
削
り
、
「
第
六
十
五
条
（
第
九
十
条
」
を
「
第
六
十
二
条
の
四
（
第

九
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
五
条
（
第
九
十
条
及
び
第
九
十
四
条
」
に
改
め
、
「
第
六
十
六

条
」
の
下
に
「
（
第
九
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
第
九
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
百
三
条
の
二

（
第
九
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
台
を
含
む
。
ご
を
加
え
る
。

　
第
百
十
七
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
三
十
二
条
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第

三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
（
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
四
項
並
び
に
同
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
六
十
条
」
を
「
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
一
条
」

に
、
「
第
百
三
条
」
を
「
第
百
三
条
の
二
」
に
改
め
、
「
第
九
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
三
項
第
｝
号
及

び
第
二
号
、
第
四
項
並
び
に
第
七
項
」
を
、
「
第
百
十
条
ま
で
」
の
下
に
「
（
第
百
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
項
の
表
第
五
十
九
条
第
一
項
の
項
、
第
六
十
条
第
一
項
の
項
及
び
第
六
十
条
第
二
項
の
項
を
削
り
、
同

表
第
六
十
二
条
の
四
の
項
中
「
第
六
十
二
条
の
四
」
を
「
第
六
十
二
条
の
五
」
に
改
め
、
同
表
箆
六
十
二
条
の
三
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
四
第
一
項

保
険
医
療
機
関
等

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
窮
二
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所

入
院
時
生
活
療
養
費
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費

入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
家
族
療
養
費
又
は
特
別
療
養
費

第
六
十
二
条
の
四
第
二
項

受
け
た
者

受
け
た
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者

保
険
医
療
機
関
等

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
九
十
三
条
の
項
中
「
又
は
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
、
第
百
三
条
の
二
第
五
項
又

は
第
百
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
九
十
九
条
第
七
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
三
条
の
二
第
一
項

受
け
よ
う
と
す
る
者

第
百
三
■
条
の
二
第
五
項

保
険
医
療
機
関
等

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所

被
1
呆

険
者

第
百
三
条
の
二
第
六
項

保
険
医
療
機
関
等

マ
韓
書
票
又
は
特
別
療
養
婁
給
票

法
弟
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
病
院
又
は
診
療
所

　
第
百
三
十
四
条
第
｝
項
の
表
第
百
五
条
第
五
項
の
項
中
「
第
百
五
条
第
五
項
」
を
「
第
百
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
表
第
百
五
条
第
六
項
の
項
中
「
第
百
五
条
笥
六
項
」
を
「
筑
百
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百
五
条
第
七
項

の
項
を
削
る
。

　
第
百
三
十
四
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
第
四
項
」
を
「
（
第
五
項
」
に
、
「
）
並
び
に
」
を
「
）
及
び
」

に
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
』
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
条
塘
一
項
、
第
四
項
及

び
第
五
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
搦
所
長
等
」
を
「
こ
れ

ら
の
硯
定
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
波
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」

と
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
祉
会
保
険
事
務
所
長
等
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み

替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
爵
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し

く
は
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険

者
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
音
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
那

業
主
又
は
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
歴
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」

に
、
「
と
あ
る
の
は
、
」
を
，
「
と
あ
る
の
は
」
に
、
「
第
二
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
第

二
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
窮
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

4
　
第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び

　
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定
は
、
日
雇
特
例
披
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
限
度
額
適

　
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
保
険
者
」

　
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
背
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長

　
際
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
祉
会
保
険
事
物
所
長
等
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十

　
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、
そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
」
と
あ

　
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
」
と
、
第
五
十
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は

　
「
日
雇
特
例
被
保
険
音
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
ご
と
、
同
条
第
五
項
中
「
事
業
主
又
は
任

　
意
継
続
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
へ
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
ご
と
、

　
第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
祉
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所
長

　
等
」
と
、
「
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
一
・
一
3
と
あ
る
の
は
「
受
給
資
格
青
票
に
法
弟
百
二
十
九
条
第
二
項
箆
一

　
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
祉
会
保
険
事
物
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所
長

　
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
百
三
十
四
条
笥
五
項
中
「
（
第
四
項
」
を
「
（
第
五
項
」
に
、
「
）
並
び
に
」
を
「
）
、
第
百
三
条
の
二
第
三
項
（
第

一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
」
に
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
窮
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
五
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
祉

会
保
険
出
梅
所
長
等
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
」
と
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事

務
所
長
等
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
若
し
く
は
番
号
、

そ
の
氏
名
、
事
業
所
の
名
称
若
し
く
は
所
任
地
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
氏
名
、
住
所
苦
し
く
は
居
所
」
と
、
第
五
十

条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
披
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を

含
む
。
）
」
と
、
同
条
笛
五
項
中
「
事
業
主
又
は
任
意
継
続
波
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
歴

特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
ご
と
、
第
百
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
｝
号
イ

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
母
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
と
き
又
は
祠
号
ロ
に
掲
げ
る
場
台
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
ロ
」
と
あ

る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被

保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
両
得
ハ
に
娼
げ
る
場
合
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場
台
に
誠
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例

被
保
険
者
が
同
号
ハ
に
棍
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
同
好
二
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨

の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
展
特
例
被
保
険
者
が
同
号
二
」
に
、
「
策
二
項
中
「
社
会
保
険
駆
梅
所
長
等
又
は
健
康
保
険

組
合
」
を
「
第
二
項
巾
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
五
条
第
二
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
．

　
様
式
痢
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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@　　　　　円●　　一　　一　　一　　－　　岬　　一　　帰　　一　　一　　一　　一　　一　．　　．　　・　　・　　一　　・　　唱㊤

@　　　　　円�
　　　　　　二箭� 有

�
リガ十� き　　　　億　　　考�

郵便番号�
l　l：’：　　　：：：T：．：�

被｛呈験者住

@　戸’�住所コード� ：：：：�

道膚

ｧ�
成　　年　　月　　日　提出�

　　　　　　〒　　　　一　　　　　　1事

ﾆ所所在地：　　　　　　：事

ﾆ所名称i　
@　　　　…事
ﾆ主氏名i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥　
@　　　　…電
@　　　　　話i　　　　　　　（　　　　　　　局）　　　　　　　　　　番　　　　　　：�

会保険労務士の提出代行者印�
：
1
　
⑳
：
：
�

信甑匿⑩（憶目）葭る継帽蕪■nい（蝋層）岳「2枚目の」脚姦ゆ。ﾐ
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（表面）

届書コード 処理区分

2iO 1 ：　1 置生屡～保駿　被保険者資格喪失届

①事業所整理記号

渠　‘

@●

：　：

F　：

①　　　被保険置の氏名 ③生　年　月　日 ⑦年金手帳の基礎年金番号 4資格喪失年月日
④
被
辰
養
者
の
　
秤
鷺

①崇　　被扶餐者毒号 吻　備　　　考②健康保険

﨑ﾛ候者
ﾘの番号

ゆ
種
別
（
性
別
）

⑤資格

r失
ｴ因

∈…’

W準樫醐
氏@　額

◎藪促餓君証｛藤竃賦省用，

�絜謨ｪ

⑤※　　該圭．隣・’証

@　（整扶普者用）
@　回　収　区　分

⑨※

�ｬ
ｴ因

年　　月　　日 η島・

@年　　　月　　　日

駆　　　千臼
：

1

鼻 ： ：
〔氏，　　　　　　　：｛名，

@　　　　：
@　　　　：
@　　　　：
@　　　　：
@　　　　：
@　　　　：　　　　　畢

明1

蛯R

ｺ5

ｽ7

：
：
：
：

：
：
：
一

1
：
：
■

1　5

Q　6

R　了

1　：　’

x　：　‘

@　：
F：：
F　1　：

F　：　：

：　：　1　：　1

：
：
：
：
1

：
：
：
●
●

：
：
：
1

その他　4

�　亡　5

V0歳到逗6

年　　　｛・F1

添　付　1

ﾔ不能　2

z　夫　3

　騒

@有
i　　人，

q　け上

`ft：

g　　隻1

畢　H嘔

er亀：

�@　真，

る　”し

Srし＝

y　　A，

盛　”ユ

怩e璽：

ﾒ　　、1

慮　　1”

ff‘：

黶@　，」1

◎◎

昼L
ｦ入一〇）

�綷
法は

ﾍ記
｠入
ﾊし
ﾉな
ﾏレ
Aし、で

ﾄく
｠だ
閧ｳ
ﾜい
ｷ島の　

ﾅ　
ｲ覧

@
く
　
だ
　
さ
　
）
1
�

　　月　　　日�
し’｛

e　　月　　　日�
　　　千円� � �

　付　1逗

s店　2慧

@失　3�

黒　

ﾖ‘
@　人）�

氏，　　　　　　　幽｛名レ　

@　　　：　
@　　　：　　　　　●　

@　　　1　
@　　　：　
@　　　：�

1大

R昭

T平

V�

：
：
：
�

：
：
�

：
：
1
�

　5コ

@63

@丁�

　：　1：

@：　：：

@：：：
@：　：：

F：�

：：　：：1
@：　：　：　：：

P：　：：：
@1　：　：　：：

F：1：�

：
：
：
�

：
：
1
�

匹
：
：
�

の旭　4死

@亡　5了

O載到達6�

　　　千円�

　　樽1’

r■1■

@　Aコ�

　■14

P「■1貫

@　餌】�

　■」眞

o：直：“

@　蝿｝�

　一ll‘

ｺ●：■

@弔�

　”‘A

o：■：“

@　Aコ�

　　月　　日� 飯　

oF　　月　　　日�
　　　千日�

�
』
� 1

�
�

� �
比｝　　　　　　　　　』｛る，　

@　　　：　
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　52

@6コ

@7�

　：　：：

@：　：1　：　：：
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　：　：　：　：：

@：　：　1　：：

@：　：　：　1　
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：
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�
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�

一
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�
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@　A》�
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@　A，�

　”』4

ｺ亀1■

@　Aユ�
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e‘：呂

@　』｝�

　　rI●

o‘：巳

@　亀』�
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�
」
�

』
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�

一
� 1

�
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�
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@63
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�
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�

の他　4死

@亡　5丁

O訟倒連6�

　　　千円�

　付　1返

s鴛　2滅
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@　人｝�

　‘”‘

¥献呂

@　識1�

　　”1’

}‘：昌

@　恥，�

　　1，1軋

ｺ●：属

@　●1�

　III‘

嚶L1“

@　隻：�

　　“1‘

ｺ心韓
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　　　　　　　：　〒　　　　　一事
ﾆ所所在地　1　　　　　　　一：　　　　　　　　：事業所名称　　1　　　　　　　　：事

ﾆ主氏名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥　　　　　　　　：　　　　　　　　：電

@　　　　　話　　：　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　局）　　　　　　番�

成　　年　　月　　日提出�

　会　保　険　労　務　士　の　提　出　代　行　者　印�
書
　
廊
1
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（裏面）

注意事項
しこの証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署し
て大切に保持してください。

2．この証によって入院に係る療養又は厚生労働大臣が定める在宅
時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療（以下「入院療養
等」という。）を受ける場合は、入院療養等を受ける際に支払う
一部負担金の額は、保険医療機関等ごとに1か月につき、別に定
められた額を限度とします。

3．保険医療機関等について入院療養等を受けるときには、必ずこ
の証を被保険者証に添えてその窓口で渡してください。この場合
には、退院するまで、この証は保管されて、退院の際に返1寸され
ます。

4，被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき、
認定の条件に該当しなくなったとき又は有効期限に達したとき
は、5日以内にこの証を保険者に返してください。ただし、事業
主を経由しても差し支えありません。

5，老人保健の医療を受けることができるようになったときは、速
やかにこの証を保険者に返してください。ただし、事業主を経由

　しても差し支えありません。
6．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の
処分を受けます。

7．表面の記載事項に変更があった場合には、速やかにこの証を保
険者に提出して訂正を受けてください。ただし、事業主を経由し

ても差し支えありません。

備考
1．この証の大きさは、縦127ミリメートル横91ミリメートルとする。

2．この証は、対象者ごとにこれを作製すること。
3．　「男女」欄は、該当しない文字を抹消すること。
・L対象者が被保険者であるときは、表面のr適用対象者」の欄の
　「氏名」欄に被保険者本人と記載し、対象者が被扶養者であると
きは｛それぞれの欄に該当事項を’記載すること。

5．適用区分欄には、適用対象者が健康保険法施行令第42条第1項
第2号に掲げる者である場合は「A」と、同項第1号に掲げる者
である場合は「B」と記載すること。

6，別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略するこ

　とができる。

（表面）

健康保険限度額適用認定証

平成　　年　　月　　　日交付

記号 番号被
保
険
者

氏名
男
女

生年月日 大正・昭和・平成　　年　　月一　目

氏名
男
女適

用
対
象
者

生年月日 昭和・平成　　年　　月　　　日

住所

発効年月日 平成　　年　　月　　目

有効期限 平成　　年　　月　　目

適用区分

保
険
者

所在地

ﾓ　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

ﾛ険者
ﾔ　号

ｼ　称
yび印

＿一帰一』一一一一一督＿＿一一一辱一一一一一一一一一一一一唱一一一¶一一尋軸一一一騨

様
式
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十
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　迷信搬十日中（礫層）逞聖｛｝「第42条」e意想「第1項第3号に掲げる者である場合は「C」と、

同条」個暴・k⑩。

　遜楓駅十園ロlp∈三（目十1（ぐ一㌻N）如泰e蝿“坦潜含ゆ。

（事業主の方へ）

　健康保険法第3条第2項の規定による被保険者を使用する日ごと

　に、かならず、この手帳を提出させなければなりません．これに違

　反したときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられま
　す。

　に、次の区分により、支払う賃金に応じた等級の印紙をはり付けて

　消印してください。

1

2　健康保険法第3条第2項の規定による被保険者を使用する日ごと

（等　級）

　1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
　10

　11

金賃

3，500円以上

5，000円以上

6，500円以上

8，000円以上

9，500円以上

12，000円以上

14，500円以上

17，000円以上

19，500円以上

23，000円以上

目　額）

3，500円未満

5，000円未満

6，500円未満

8，000円未満

9，500円未満

12，000円未満

14，500円未満

17，000円未満

19，500円未満

23，000円未満

3　印紙をはり付ける場合には、左ページの摘要欄により、介護保険

　第2号被保険者該当・非該当の別を確認してください。

4　消印は、あらかじめ地方社会保険事務局又は社会保険事務所に届

　け出た印ではっきりと割印してください。

十
六
ぺ
一
一
ソ
）

筆慣綜一ト閣ヨρ藝（11十一→（ぐ一八）受」葵e当φ厚督£ゆ。

（事業主の方へ）

1健康保険法第3条第2項の規定による被保険者を使用する日ごと

　に、かならず、この手帳を提出させなければなりません。これに違

　反したときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられま
　す。

2　健康保険法第3条第2項の規定による被保険者を使用する日ごと

　に、次の区分により、支払う賃金に応じた等級の印紙をはり付けて

　消印してください。

（等　級）

　1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
　10

　11

金任
貝

（

3，500円以上

5，000円以上

6，500円以上

8，000円以上

9，500円以上

12，000円以上

14，500円以上

17，000円以上

19，500円以上

23，000円以上

目　額）

3，500円未満

5，000円未満

6，500円未満

8，000円未満

9，500円未満

12，000円未満

14，500円未満

17，000円未満

19，500円未満

23，000円未満

3印紙をはり付ける場合には、左ページの摘要欄により、介護保険

　第2号被保険者該当・非該当の別を確認してください。

4　消印は、あらかじめ地方社：会保険事務局又は社会保険事務所に届

　け出た印ではっきりと割印してください。
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健康保険印紙受払等報告書（介護保険第2号被保険者非該当者用）

印紙購入

ﾊ帳番号 （平成　　年　　月分） 名　　　　称

健康保険被保険者証の記号 事業の種類

健康保険

g合等 保険者番号

本月中の延人員 4月からの本月
ﾜでの延人員

前　　月　　末　　の

注N腺陰印紙の
ﾛ　　有　　枚　　盈

本月に購入した

衷�ﾛ険印織の
Z　　　　　　　数

本月　中には　り

tけた健康促巌
�@砥　の　枚　盤

本　　月　　末　　の

注N促簾印繊の
ﾛ　　有　　挫　　票

4月から木月までの印紙

ﾍり付け枚数の合計
i4月から翌年3月まで｝

現生珀付県政料内訳

P賞与に関する県隆料

�怩ｭ）
適用除外 人 人

漣
紋別

3，500円未満　　　　　　　（第1総） 人 人 （第1紐） 枚 枚 枚 枚　　　　　　　　枚 人日

3，500円以上5，000円未満（第2騒） 人 人
康
保
険

（第2級） 枚 枚 枚 枚　　　　　　　　枚 人日

5，000円以上6，500円未摘（第3蟻） 人 人 （第3級） 放 枚 校 校　　　　　　　　枚 人日

6，500円以上S，000円未満（矯4衆｝ 人 人 （第4級） 枚 枚 校 枚　　　　　　　　枚 人日

8．000円以上9，500円未満〔箔5厭） 人 人 （第5級） 放 枚 歓 枚　　　　　　　　故 人日

口
　
　
　
雇
　
　
　
労
　
　
　
働
　
　
　
者

9，500円以上12，000円未満（纂6級｝ 人 人 （第6蔵） 孜 枚 孜 枚　　　　　　　　按 人日

12．000円以上1｛，500円未満（第7績〕 人 人 （箔7級） 枚 枚 枚 校　　　　　　　　枚 人日

賃
金
日
額
別
日
雇
特
例
被
保
険
者

隔，500円以上四，000円未満く箭8衆〕 人 人　一 （第8縁） 枚 枚 枚 枚　　　　　　　　枚 人日

17，000円以上19，500円未講〔篤9縁〕 人 人

印
紙
受
払
状
況
等

（篤9縁） 校 枚 枚 枚　　　　　　　’枚 人日

19，500Fl以上23，000円未満t第10紐） 人 人 （籍10紐） 校 枚 校 枚　　　　　　　　枚 人日

23，000円以上　　　　　　　　｛篤：1紐｝ 人 人 （第11級） 枚 枚 枚 敏　　　　　　　　校 人日

計 人 人 計 枚 枚 枚 歓　　　　　　　　枚 人日

本月・IIにβ雇特例被保険者に

x払った賃金融頬

円
現金納・付県段糾
i箕与に田†る保餓目を除く⊃

本月　中の現金納付

ﾛ障料廷泊村日数 人日

左釦の4月から木月までの累，

@個月から翌年3月まで）
’

備
考

この報告は、事実と相違ありません。

　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長殿

事業所　　名　　称

　　　　所在地

事業所　氏　　名

　　　　電話番号

（注）健康保険組合等の名称・保険者番号は、加入している健康保険組合等の本部の名称・保険者番号を記入すること。

　　事業主の押印については、署名（自筆）の場合は要しないものであるこレ。
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健康保険印紙受払等報告書（介護保険第2号被保険者該当者用）

印紙購入
ﾊ帳番号 （平成　　年　　月分） 名　　　　称

健康保険被保険者証の記号 事業の種類

健康保険

g合等 保険者番号

本月中の延人員
4月からの本月
ﾜでの延人員

前　　肩　　末　　の

注N県債印賃の
�@　有　　枚　　致

本月に購入した

注N像簾印紙の
〟@　　　　　　盈

本月　中　に　は　り

tけた健康保険
�@紙　の　枚　数

本　　月　　末　　　の

注N保護印紙の
怐@　有　　枚　　致

4月から木月までの印紙

ﾍり付け枚数の合計
i4月から翌竿3月まで｝

現金舗付保険料内訳

i箕与に関する保険料

�怩ｭ）
適用除外 人 人

健
紋別

3．500円未満　　　　　　　｛篤1蟻， 人 人 （第1縁） 校 枚 枚 孜 枚 人日

3，500円以上5，000円未満1第2騒） 人 人 （第2紐） 枚 枚 枚 枚 孜 人日

5，000円以上6，500円未泡｛篤3級） 人 人

康
保
険
印

（第3級｝ 枚 枚 枚 枚 枚 人日

5，500円以上3、OOO円未満｛都4級） 人 人 （第4縁） 放 按 枚 校 枚 人日

8，000F1以上9，500円未満（第5騒｝ 人 人 （第5緩） 枚 枚 枚 枚 枚 人日

口
　
　
　
雇
　
　
　
労
　
　
　
働
　
　
　
者

9，500円以上12，000F1未満（篤6絃〕 人 人 （第6紐） 枚 枚 枚 枚 枚 人日

皐2．000円以上14，500円未満（第7縁） 人 人 （第7縁〕 枚 枚 枚 敏 枚 人日

賃
金
同
額
別
日
雇
特
例
被
保
険
者

14，500円以上ロ．000円来演｛第8縁） 人 人

紙
受
払

（第8扱） 枚 枚 放 枚 枚 人日

17，000円以上19，500円未満｛拓9犠） 人 人 （第9縁） 放 放 枚 枚 枚 人日

19、500円以上23，000円未満｛第10犠） 人 人 （第10級） 枚 枚 枚 枚 枚 人日

23，000円以上　　　　　　　　（第11級｝ 人 人状
況
等

（第1喩〕 枚 孜 枚 枚 枚 人日

計 人 人 計 枚 枚 放 故 放 人日

本月中に日雇特例被鮎喰者に
円

現金納悼像陳科
i賞与に関する篠偵qを除く｝

本月中の現金納付
｣醸縄延納付日数

人日

左嶺の4月掛ら本月までの累

@（4月から翌年3月まで）
人

備
考

　この報告は、事実と相違ありません。

　　　　　平成　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　事業所　　名　　　称

地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長殿　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　（注）健康保険組合等の名称・保険者番号は、加入している健康保険組合等の本部の名称・保険者番号を記入すること。

　　　事業主の押印については、署名（自筆）の場合は要しないものであること。
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ノ

22（号外第40号）
幸
長官水1曜日平成19年2月28日

　
（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
七
条
ノ
ニ
第
二
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
ハ
第
九
項
但
書
二
規
定
ス
ル
天
災
其
ノ
他
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由

　
二
因
リ
船
舶
所
有
者
ヲ
経
由
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
リ
ト
社
会
保
険
庁
長
官
認
メ
タ
ル
場
合
」
を
加
尋
へ
同
条
第
九
項
中

　
「
其
ノ
旨
ヲ
」
の
下
に
「
船
舶
所
有
者
ヲ
経
由
シ
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
但
シ
被
保
険
者
法
弟
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
ナ
ル
場
合
又
ハ
天
災
其
ノ
他
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由

　
　
二
因
リ
船
舶
所
有
者
ヲ
経
由
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
リ
ト
社
会
保
険
庁
長
官
認
メ
タ
ル
場
台
二
於
テ
ハ
船
舶
所
有
者
ヲ

　
　
経
由
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

　
　
第
十
七
条
ノ
五
第
二
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
ハ
第
八
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
第
十
七
条
ノ
ニ
第
九
項
但
書
ノ
規

　
定
二
依
リ
天
災
其
ノ
他
日
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
二
因
リ
船
舶
所
有
者
ヲ
経
由
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
リ
ト
社
会
保
険
庁
長
官

　
認
メ
タ
ル
場
合
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
か
ら
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
乃
至
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
　
削
除

　
　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
第
一
項
中
「
減
額
認
定
証
ヲ
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

　
認
定
証
（
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
第
二
項
二
規
定
ス
ル
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ヲ
謂
フ
以
下
本
条

　
及
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
二
ニ
於
テ
之
二
同
ジ
）
ヲ
保
険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
減
額
認
定
証
ヲ
提
出
」
を
「
限
度
額

　
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ヲ
提
出
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
病
院
又
ハ
診
療
所
」
を
「
保
険
医

　
療
機
関
等
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
減
額
認
定
証
」
を
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
に
、
「
病

　
院
又
ハ
診
療
所
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
二
を
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
三
と
し
、
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
一
の
次
に
次
の
一
条
を
加

　
え
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
二
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ヲ
保
険
医
療
機
関
等
二
提
出
セ
ザ
ル
ニ
依
リ

　
　
減
額
セ
ザ
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ヲ
支
払
ヒ
タ
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
限
度
額
適
用
・

　
　
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ヲ
提
出
セ
ザ
ル
コ
ト
が
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
認
メ
タ
ル

　
　
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
生
活
療
養
二
付
支
払
ヒ
タ
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ヨ
リ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ノ
減
額
ア

　
　
リ
セ
バ
支
払
フ
ベ
キ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
ヲ
入
院
時
生
活
療
養
費
ト
シ
テ
被

　
　
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
二
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
前
項
ノ
規
定
二
依
ル
給
付
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ハ
次
二
渇
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ

　
　
タ
ル
申
請
書
ヲ
地
方
祉
会
保
険
事
務
局
長
等
二
提
出
ス
ベ
シ

　
　
一
　
被
保
険
者
証
ノ
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
住
所

　
　
二
　
船
舶
所
有
者
ノ
氏
名
及
住
所

八七六五四三

当
該
生
活
療
養
ヲ
受
ケ
タ
ル
保
険
医
療
機
関
等
ノ
名
称
及
所
在
地

傷
病
名
、
発
病
又
ハ
負
傷
ノ
原
因

当
該
生
活
療
養
二
付
支
払
ヒ
タ
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額

入
院
ノ
期
間

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ヲ
当
該
保
険
医
療
機
関
等
二
提
出
セ
ザ
ル
理
由

疾
病
又
ハ
負
傷
が
第
三
者
ノ
行
為
二
因
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
実
並
二
第
三
者
ノ
氏
名
及
住
所

　
前
項
ノ
申
請
書
ニ
ハ
同
項
第
五
号
二
掲
グ
ル
費
用
ノ
額
及
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ノ
減
額
ノ
認
定
二
関
ス
ル
事
実

　
ヲ
証
ス
ル
書
類
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

　
第
二
十
四
条
ノ
三
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
」
の
下
に
「
及
第
ご
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
二
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
三
条
ノ
ニ
中
「
健
康
保
険
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
ご
を
加
え
る
。

　
第
四
十
三
条
ノ
九
第
二
項
第
二
号
中
「
病
院
又
ハ
診
療
所
二
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
二
」
に
、
「
病
院
又
ハ
診
療

所
ノ
」
を
「
当
該
保
険
医
療
機
関
等
ノ
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
、
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
」
の

下
に
「
、
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
二
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
六
条
中
「
、
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
を
削
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
三
中
「
支
給
」
の
下
に
「
ガ
ア
リ
且
令
第
十
一
条
第
一
項
箆
一
号
ハ
ノ
娩
定
ノ
適
用
ヲ
受
ク

ル
者
ト
シ
テ
食
事
療
養
標
準
負
担
額
二
村
減
額
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
四
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
五
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
二
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
二
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
九
を
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
十
と
し
、
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
を
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
九
と
し
、

第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
七
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
ハ
ニ
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
パ
又
ハ

第
二
号
ハ
若
ハ
ニ
」
に
改
め
、
「
ス
ル
被
保
険
者
」
の
下
に
「
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
被
保
険
者
」
の
下
に
「
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
」
を
加
・
り
へ
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
七
条
ノ
ニ
第
二
項
乃
至
第
九
項
、
第
十
七
袋
ノ
八
第
二
項
乃
至
第
七
項
及
第
十
七
条
ノ
九
ノ
規
定
ハ
限
度
額

　
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ノ
交
付
、
検
認
、
更
新
及
返
納
二
之
ヲ
準
用
ス
此
ノ
場
合
二
於
テ
此
等
ノ
規
定

　
へ
第
十
七
条
ノ
九
第
四
項
ヲ
除
ク
）
中
「
法
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
」
ト
ア
ル
ハ
「
法
弟
十
九

　
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
音
叉
ハ
自
ラ
若
ハ
其
ノ
被
扶
養
者
が
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ナ
ル
被
保
険
者
ニ
シ
テ

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
第
四
項
ノ
特
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
セ
ザ
リ
シ
モ
ノ
」
ト
，
第
十
七
条
ノ
八
第
二
項
第
二
号
中

　
「
法
策
三
十
一
条
ノ
ニ
第
二
項
第
…
号
ハ
又
ハ
ニ
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
」
ト
ァ
ル
ハ
「
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
」

　
ト
、
同
項
第
三
号
中
「
高
齢
受
給
者
証
二
記
載
セ
ラ
レ
タ
ル
一
部
負
担
金
ノ
割
合
が
変
更
セ
ラ
レ
タ
ル
」
ト
ア
ル

　
ハ
「
令
第
十
一
条
第
｝
項
第
一
号
ハ
又
ハ
第
二
号
ハ
昔
パ
二
二
該
当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
」
ト
、
同
条
第
六
項
中

　
「
療
養
ノ
給
付
等
」
ト
ア
ル
ハ
「
入
院
時
食
事
療
養
費
二
係
ル
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
、
保
険

　
外
併
川
療
養
費
二
係
ル
療
養
（
食
事
療
養
ヲ
伴
フ
モ
ノ
ニ
限
ル
）
、
家
族
療
養
費
二
係
ル
療
養
（
食
事
療
養
ヲ
伴

　
フ
モ
ノ
ニ
限
ル
ご
ト
、
第
十
七
条
ノ
九
第
四
項
中
「
法
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
佐
ル
被
保
険
者
」
ト
ア
ル
ハ
「
法

　
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
、
自
ラ
若
ハ
其
ノ
披
扶
養
者
が
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ナ
ル
被
保
険
者
ニ

　
シ
テ
第
四
卜
七
条
ノ
ニ
ノ
八
第
四
項
ノ
特
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
セ
ザ
リ
シ
モ
ノ
」
卜
読
替
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
七
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ノ
交
付
、
検
認
、
更
新
及
返
納
ノ
手
続
ヲ
為
ス
場
合
二
於
テ
船
舶
所
有

　
者
ヲ
経
由
セ
ン
ト
ス
ル
披
保
険
者
ハ
船
舶
所
有
者
及
地
方
祉
会
保
険
事
務
局
長
等
二
対
シ
其
ノ
旨
特
段
ノ
意
思
ヲ

　
表
示
ス
ベ
シ

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
七
第
七
項
を
削
り
、
同
条
を
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
と
す
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
六
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
十
一
条
第
｝
項
第
一
号
イ
若
ハ
ロ
ニ
規
定
ス

ル
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
算
定
シ
タ
ル
入
院
療
養
等
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
又
ハ
同
項
第
二
号
口
」
に

改
め
、
同
条
を
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
七
と
し
、
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
六
　
令
弟
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
ハ
ロ
ノ
規
定
二
依
ル
社
会
保
険
庁
長
官
ノ
認
定
（
以
下

　
本
条
二
於
テ
認
ヒ
ト
称
ス
）
ヲ
受
ケ
、
．
・
ト
ス
ル
者
（
其
ノ
者
が
彼
扶
養
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
音
ヲ
扶
養
ス
ル
被
保

　
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
）
ハ
次
二
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
申
請
書
ヲ
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
二

　
提
出
ス
ベ
シ

　
一
　
破
保
険
者
証
ノ
記
号
爵
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
住
所

　
二
　
認
定
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
氏
名
及
生
年
月
日

　
地
方
社
会
保
険
事
砺
局
長
等
ハ
前
項
ノ
中
請
二
基
キ
認
定
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
（
其
ノ

　
者
が
被
扶
養
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ヲ
扶
養
ス
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
）
二
対
シ
横
式
第
六
号
ノ

　
五
ノ
ニ
ニ
依
ル
限
度
額
適
用
認
定
証
ヲ
有
効
期
限
ヲ
定
メ
交
付
ス
ベ
シ

　
第
十
七
条
ノ
ニ
第
二
項
乃
至
策
九
項
、
第
十
七
条
ノ
八
第
二
項
乃
至
第
七
項
及
第
十
七
条
ノ
九
ノ
規
定
ハ
限
度
額

　
適
用
認
定
証
ノ
交
付
、
検
認
、
更
新
及
返
納
二
之
ヲ
準
用
ス
此
ノ
場
合
二
於
テ
此
等
ノ
規
定
（
第
十
七
条
ノ
九
第

　
四
項
ヲ
除
ク
）
中
「
法
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
」
ト
ア
ル
ハ
「
法
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
ヒ
ニ
依

　
ル
被
保
険
者
又
ハ
自
ラ
若
ハ
其
ノ
被
扶
養
者
が
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
背
ナ
ル
被
保
険
者
ニ
シ
テ
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ

　
六
第
四
項
ノ
特
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
セ
ザ
リ
・
〕
！
モ
ノ
」
卜
、
第
十
七
条
ノ
八
第
二
項
第
二
号
中
「
法
第
三
十
一
条
ノ

　
ニ
第
二
項
第
一
号
ハ
又
ハ
ニ
ノ
蜆
定
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
」
ト
ア
ル
ハ
「
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
」
ト
、
同
項
第
三
号
中

　
「
高
齢
受
給
考
証
二
記
載
セ
ラ
レ
タ
ル
一
部
負
拠
金
ノ
割
合
が
変
更
セ
ラ
レ
タ
ル
」
ト
ア
ル
ハ
「
令
笥
十
一
粂
第

　
一
項
第
一
号
イ
又
ハ
ロ
ニ
該
当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
」
卜
、
同
条
第
六
項
中
「
療
養
ノ
給
付
等
」
ト
ァ
ル
ハ
「
入

　
院
時
食
事
療
養
費
二
係
ル
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
二
係
ル
療
養
（
食
事
療
養
ヲ
伴
フ
モ
ノ
ニ
限
ル
）
、
家
族

　
療
養
費
二
係
ル
療
養
（
食
事
療
養
ヲ
伴
フ
モ
ノ
ニ
限
ル
ご
ト
、
第
十
七
条
ノ
九
第
四
項
中
「
法
弟
十
九
条
ノ
三
ノ

　
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
」
ト
ア
ル
ハ
「
法
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
、
自
ラ
若
ハ
其
ノ
被
扶
養
者

　
ガ
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ナ
ル
被
保
険
者
ニ
シ
テ
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
六
第
四
項
ノ
特
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
セ
ザ
リ
シ

　
モ
ノ
」
ト
読
替
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
限
度
額
適
用
認
定
証
ノ
交
付
、
検
認
、
更
新
及
返
納
ノ
手
続
ヲ
為
ス
場
合
二
於
テ
船
舶
所
有
者
ヲ
経
由
セ
ン
ト
ス

　
ル
披
保
険
者
ハ
船
舶
所
有
者
及
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
二
対
シ
其
ノ
旨
特
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
ス
ベ
シ

　
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
保
険
医
療
機
関
等
二
就
キ
療
養
（
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
二
梱
グ
ル
入
院
療
養
等
二

　
限
ル
）
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
波
保
険
者
証
又
ハ
被
扶
達
者
証
二
添
ヘ
テ
限
度
額
適
用
認
定
証
ヲ
当
該
保
険
医

　
療
機
関
等
二
提
出
ス
ベ
シ
但
シ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
隈
二
在
ラ
ズ

　
前
項
但
書
ノ
場
台
二
於
テ
ハ
其
ノ
事
由
止
ミ
タ
ル
後
遅
滞
ナ
ク
限
度
額
適
用
認
定
証
ヲ
当
該
保
険
医
療
機
関
等
二

　
提
出
ス
ペ
シ

　
様
式
第
六
号
ノ
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
ノ
四
　
削
除

　
様
式
窮
六
号
ノ
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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（
湘
圃
）

酵
鯨
珊
湿

一
●
臼
S
開
3
揚
扉
嘩
泌
茸
汁
伴
艇
π
真
’
善
く
．
π
宙
ヨ
醤
育
酔
ヨ
嘩
皿
醐
C

＾
升
酒
π
菊
蒸
C
パ
〈
鳶
研
ぐ
ノ
。

卜
。
●
臼
3
譜
π
卜
。
バ
＞
酪
π
痢
ぴ
漁
船
図
舜
祠
餅
珠
寧
汁
圏
歎
冊
3
ぴ
南
鵡

器
園
母
お
ゆ
瞬
醍
蕗
C
〈
舜
甫
鵡
掛
遊
園
期
お
ゆ
腿
期
（
庭
訓
「
＞
酪
熟
離

婚
」
配
下
）
。
）
嘩
泌
耳
ぴ
舗
ゆ
奔
’
＞
溺
黙
黙
鱗
嘩
瀕
q
ぴ
鼎
π
掛
官
ゆ

一
襲
ゆ
薗
晦
3
盤
算
、
菊
弼
園
勘
嘉
羽
蕪
段
叶
π
H
㌣
油
π
o
艇
～
加
一
』
π
蔚

　
＆
①
き
洋
盤
嘩
遍
照
伴
「
舛
叫
。

ω
，
菊
添
園
勘
嘉
圏
蕪
π
じ
ぐ
ノ
＾
＞
湿
熱
離
蕪
轡
剛
茸
ぴ
叶
卿
π
真
’
※
聾
臼

　
3
謂
曝
露
乖
解
職
開
図
舜
購
導
爆
疎
開
【
臼
孫
淋
＾
御
3
朔
D
4
驚
「
＾
〈
鳶

　
研
ぐ
♂
臼
3
飾
、
ψ
π
舜
ノ
随
醗
叫
ぴ
叫
d
ノ
臼
3
副
因
吐
知
囎
低
き
＾
’
随
酪

S
鼎
π
薗
へ
4
研
き
叫
↓
、
。

・
ド
輿
論
弼
瞭
3
踏
華
法
彊
く
舜
。
葎
叶
卿
ノ
購
舛
離
雌
4
む
く
む
。
葎
伴
艇
ノ

闘
詩
S
冷
辱
π
黙
朕
C
掃
く
鈷
。
詩
伴
卿
×
真
針
轡
遊
園
聖
臼
簡
C
葎
．
伴
艇

舜
ノ
回
ぴ
π
臼
e
聞
嘩
菊
弼
雌
π
薗
C
＾
〈
鑓
所
ぐ
ノ
。
葎
識
C
～
謬
壽
ヨ
針

疎
嘩
繭
冊
C
＾
ぴ
辮
C
枡
西
脇
G
叫
碎
き
。

伊
　
餓
＞
菊
罷
3
園
潮
衡
泌
耳
ぴ
目
配
歎
4
卿
ぴ
野
望
白
む
。
葎
叶
脚
奔
’
醸

を
サ
π
臼
3
鷺
嘩
乖
弼
瞭
π
薗
C
＾
〈
泣
所
σ
。
汁
暁
C
’
謬
潔
潮
針
蝋
嘩

繭
冊
C
＾
び
臨
C
掛
汁
蹴
G
叫
砕
き
。

9
引
目
π
臼
3
副
嘩
海
油
C
汁
疎
舜
ノ
ま
郎
｛
田
野
G
瑞
薄
糊
伴
C
＾
藤
津
S

冷
ゆ
嘩
泌
q
叫
叫
。

↓
、
鮒
副
S
剖
毒
偶
温
π
溜
測
法
蹴
。
詩
舗
ゆ
π
舜
’
隣
々
サ
π
臼
3
聞
嘩
乖

潟
疎
δ
藩
臣
C
＾
蟄
H
嘩
泌
q
＾
〈
泣
所
つ
。
汁
茂
「
毒
毒
引
掛
雌
嘩
醸

冊
C
＾
ぴ
醸
C
掛
汁
針
G
吼
ヰ
き
。

　
臼
S
聞
S
汁
卿
借
舜
熱
費
卜
。
↓
卿
覧
図
一
7
＼
マ
藩
2
川
里
ヌ
ー
プ
＼
マ
伴
叫
ぴ
。

　
臼
3
聞
舜
ノ
逡
齢
雌
巨
伴
π
円
き
嘩
霜
露
叫
び
臼
伴
。

　
　
「
湖
卦
」
葛
再
、
鶏
朕
C
舜
ぐ
ノ
掃
冊
嘩
導
益
叫
ぴ
臼
叶
。

　
勘
融
雌
諺
購
菊
弼
疎
4
鍬
ぴ
伴
卿
喜
’
兇
副
3
「
画
調
灘
融
瞭
」
S
蓋
S

　
「
昂
歯
」
凄
δ
藩
菊
弼
雌
針
＞
叶
剖
欝
C
、
津
跡
職
就
藩
薄
離
離
づ
け
び
叶

仰
｛
升
即
き
硬
き
S
塾
π
欝
朕
無
価
嘩
甜
欝
叫
び
臼
叶
。

畑
頴
N
巾
π
茄
馬
ぴ
課
す
針
ぴ
緬
ゆ
舜
「
＞
」
伴
、
画
畑
頴
一
中
π
齢
『
び

雌
4
鍬
ぴ
蔀
ゆ
舜
「
ゆ
」
叶
剖
難
件
ぴ
β
叶
。

　
伴
噛
d
、
脚
ぴ
。

蕪
疎

一
，P9合

9
底
読
図
ゆ
莚
π
奔
ノ
塵
ヨ
遂
跡
疎
法
諺
皿
鶏
鳴
〔
麟
爵
訟
か
紬
一
〇
淋
醤
一

9
　
団
こ
酪
露
菊
癬
鰍
礪
π
画
哲
叫
ぴ
臼
伴
π
汁
6
ノ
酵
鯨
制
温
鱒
爺
誤
叫
ぴ
臼

（
蜥
回
）

諺
抽
痢
郵
鰯
油
慧
塵
曲
融
満
開

煮
鳥
　
　
耕
　
　
コ
　
　
　
ロ
掛
へ
4

訓
中

㊥

暗
中

粛
粛
郷
雌

昂
歯

畑
野

餅
輸
血
m

汁
H
・
品
書
・
判
爵
　
　
　
“
想
　
　
　
面
　
　
　
　
皿

昂
歯

湘
卦

薗
油
津
跡
雌

肝
醤
並
並

品
書
・
煮
薄
　
　
柑
　
　
㎞
　
　
　
皿

併
斗

謙
澄
柑
並
並

網
鳥
　
　
柑
　
　
油
　
　
　
皿

戯
騨
濫
粥

網
鳥
　
　
岳
　
　
山
　
　
皿

慰
油
図
ゆ

論
添
瞭

I
　
　
I
　
　
I
　
I
　
　
I
　
　
I
　
　
l
　
　
I
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
『
　
　
駆
　
　
1
　
　
，
　
　
l
　
　
I
　
　
I
　
　
l
　
　
l
　
　
一
　
　
1
　
　
－
　
　
I
　
　
l
　
　
－
　
　
l
　
　
I
　
　
I
　
　
I
　
　
，
　
　
I
　
　
I
　
　
一
　
　
一
　
　
I
　
　
l
　
　
I
　
　
I
　
　
，
　
　
一

　
　
様
式
第
六
号
ノ
六
中
「
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
七
」
を
「
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
中
「
頴
5
熟
」

　
（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
正
副
二
通
」

　
　
様
式
第
七
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（粛瀦〉1＼い＼冷叶十圏舗）l　I＼団＼司B〉卜搬跳蕪

の
次
に
「
調
一
畑
脳
ω
岬
δ
茄
q
か
瞭
d
餅
ぴ
細
砂
真
「
∩
」
氏
’
画
冷
」
を
加
．
κ
る
。

を

削

免
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寸
N

（
曲
－
○
寸
駅
“
転
申
）

騨

畑

田
理
）
肩

口
o
o
N
興
N
世
①
［
督
降

届書コード 処理区分
　‘Q10　1 0

：　Il　　I 置生肇姦農被保険者資格取得届
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※　：
I　　l
戟@l　I

①通貨に焔ものの甑⑯※③※
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﨑ﾛ険者
ﾘの番号

④　被保険者の氏名 ⑤　生年月　日
⑥
種
別
（
性
別
）

⑦取得

謨ｪ

⑧　基礎年金番号 ⑨※
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ｴ因

⑮資格取得
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⑦
親
類
．
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⑪被爆後者
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ﾊし
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｢で
ﾄく
｠だ
閧ｳ
ﾜい
ｷ。の　

ﾅ　
ｲ　
浴@
ｭ　
ｾ　
ｳ　
｢　

�

住所コード� ：：：：�

道府

ｧ�
フリガナ）� 　　月　　日� 暴‘　　月　　ヨ� 　　　　　　干巴�

氏）� 名）�

1大

R昭

T平

V�

52

U3

V�

　　　　　　円●一一一－L■■　■　■一　一　●　－　畠　■・●・　●◎

@　　　　　円一　　－　　・　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　■　　一　　一　　■　　●　　■　　●　　●　　●㊤

@　　　　　円�

�

：
：
�

：
：
藍
�

：
：
1
�

共
3
新
1
　
船
4
再
2
�

1：1
FIl
F1・　　　1　　一�

：：：1：
F：1一　@　：：1：1，臨，I　l�

：
1
�

：
：
1
�

：
：
�

　　　　　　千F�

ヨ匪有

�

郵便番号� ：l　l：：1
FT：：1�

リガナ� 　　　　　喧　　　考�
被像験者住

@　所�住所コード�
　i”　i　I，
C1‘1�

道府

ｧ�
フリガナ）� 　　月　　6� 無」F　　月　　　日� 　　　　　　†�

氏）� 名）�

弓1大

R昭

T平

V�

52

U3

V�

　　　　　　円一　　一　　．　　一　“　　．　　一　－　　甲　　．　　…　　　　　　　一　　一　　●　　甲　　■　　帰　　昌◎

@　　　　　円一　　響　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　尋　　－　　・　　．　　‘　　・　　－　　一　　一㊤

@　　　　　円�
：
1
�

1
：
�

I
I
�

共
3
新
1
　
船
4
再
2
�

：：：

F：：
F：�

：：：：1：1：1：

P：：：�

■
虚
�

：
1
�

1
：
�

　　　　　　千門� 有
�リ”ナ� 　　　　鰯　　　考�郵便番号� ：：：：1：

FT：1：�
絞倶陰毛住

@　所�住所コード� l　l：：�
道府

ｧ�
フリゴナ）� 　　月　　日� 残年　　月　　　∈� 　　　　　　干嵩�

氏）� 名）�

q1大

R昭

T平

}�

52

U3

V�

：
：
�

：
嘔
�

：
：
�

共
3
新
1
　
船
4
再
2
�

：：：

戟@ll
F：�

：：：：：
F’1：　：，：1‘I　l�

：
：
�

：
：
�

：
：
�

　　　　　　円一　　一　　一　　一　　‘　　－　　－　　一　　－　　雫　　・　　．　　一　　一　　・　　一　　一　　・　　．　　・◎

@　　　　　円一　　，　　．　　■　　・　　・　　一　　－　　一　　一　　●　　尋　　一　　，　　●　　，　　■　　■　　●　　一㊤

@　　　　　円�
　　　　　　午Fi� 有

�
郵便番号�

リガナ�
一⑫ @　　　（匂　　　考�：：1：1：

hT：：：�

被保険老住

@　所�住所コード� ：：：：�
道府

ｧ�
成　　年　　月　　日　提出�

　　　　　1　〒　　　　一事
ﾆ所所在地i　　　　　　：　　　　　　：事業所名称：　　　　　　：　　　　　　：事業主氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳　

@　　　　…電　　　　　　話：　　　　　　　（　　　　　　　　局）　　　　　　　　　　　番　　　　　　：　　　　　　」� 会保険労務士の提出代行者印�
：
1
　
⑳
：
：
�

帽黙くロ驚（粥日）曝る蝉慣醸《ロじ（櫃1…）告「2枚目の」如亮岬。ﾐ

表面）ﾐ 式
第
七
号
（
第
十
五
条
関
係
ﾐ



（
申
○
寸
駅
《
中
）

專

畑

田
轡
）
『

田
o
o
N
匹
N
世
①
「
遷
酔
の
N

運楓駅十10津（榔1目）如碁e」かい理智魯ゆ。

（表面）

届書コード 処理区分

1 ：　’

①事業所整理記号

置生～書保護　被保険者資格喪失届

』　　・

　：：　：

①※　　援扶養者番号 ゴ　備　　　考

2！0

掾掾Er記

ｦ入一の

�菶
法は

ﾍ記
｠人
ﾊし
ﾉな
�｢
｢�

り健

N保険被
ﾛ険者証
ﾌ番号�

　　被保険者の氏名・� 生　年　月　日�

別（
ｫ別）�

年金手帳の基礎年金番号� 資格喪失年月日�

格喪
ｸ原
�

標t2報酬月

@　頗�

装保嬢者躍｛

B恨駒奮励回

絜謨ｪ�

渡
採
異
者
の
杯
焦
�

⑫濠　　巌暑隣書証　
@（被扶養者用）　
@回　収　区　分�

※作

ｬ原
�

F　　月　　日� F成　

N　　　月　　　日�
　　　千円�

�
�

●
�

� �，　　　　　　　：‘名，　

@　　　：　
@　　　：　
@　　　：　　　　　1　

@　　　，　
@　　　●�

　付　1返

s窟　2誠

@夫　3�

1火

R昭

T平

V�

1
：
‘
�

：
：
：
�

：
：
：
1
�

　52

@63

@了�

：　：　
F　：：　：　：：　：　1：

@　1　：：　，　1�

　：1：：　
F　：　1　‘：@　　　　1　：　：　1：　　　　　：　：　：　：　，：　：　：　：　’1

@．　，　陰　：�

：
：
1
一
�

：
：
：
一
�

l
l
：
1
�

の池　4死

@亡　57

O欲動連6�

　　　千円�
f（　　人，�

　け1‘

ｺ’＝楓

@　聾1�

　‘rI章

ｺ口■

@　塵】�

　賀1●

a●：■

@　、1�

　　1，14

e叡、”

@　へ1�

　‘11‘

″ﾚ：麟

@　負1�

　　月　　日� 辱　

N　　　月　　　日�
　　　千Fl�

�
�

�
�氏】　　　　　　　、幡，　

@　　　：　
@　　　：　
@　　　：　
@　　　：　　　　　1�

　付　1返

s値　2誠

@夫　3�

てく

｠た
�閧ｳ

ﾜい
ｷ轟ので

Cご
f覧

ｭ
だ
さ
ト
こ
�

1大

R昭

T平

ｹ�

：
：
1
：
�

：
：
■
�

：
：
：
�

　52

@63

@7�

　：　：：

F　：：
@1　：：
@：　1’　：　：�

　：　：　：　：：

@：　1　：　：：

@1　：　：　’　
@　：：　：　：　：　　　：：：：　：，�

：
1
：
�

：
：
：
�

：
：
：
�

の他　4死

@亡　5了

O龍到達6�

　　　千円�
（　　ノ、〕�

　”1‘

ｺ■：ぱ

@A1�

　d1■

e■』■

@　慨】�

　1↑14

¥ロ4■

@　，1�

　Hl‘

噤｡：■

@　鼻1�

　　1仰‘

e■：■

@　、ユ�

詳　∫1　　日� 爪　

N　　　月　　　日�

　　　千円�

�
嘔
� 1

�

』
�

‘
�

　付　L返

ｺ髪　2該

@夫　3�

氏1　　　　　　　　一幅1　

@　　　：　　　　　鼎　

@　　　：　
@　　　：　

@　　　：�

1大

R昭

T平

ｹ�

：
：
：
1
�

：
：
：
虹
�

：
：
：
‘
�

　52

@　．　つ3

@7�

：　：l
@l　：：

@：　1　
F　：：‘　：　：�

　：　：　：　1：

@1　：　：　：：

@：　1　：　：1
@：　：　’　1　　　：　：　：　　：：　．　1　：　1�

：
：
：
‘
�

：
：
：
■
�

：
：
：
●
�

の他　4死

@亡　57

O無封1童6�

　　　予円�
（　　．M�

　Hl■

ｺ‘：■

@　9ゆ�

　”」4

ｺ‘＝■

@　唖，�

し　‘伽‘

e●二一

@　Aコ�

　曜L‘

ｺρ二一

@　Aj�

　　」，一轟

e9：甚

@　磯コ�

1三　月　　B�
1‘成　

eF　　月　　　日�

　　　千円�

�
●
�

� � ●
�

，　　　　　　　　　．t毛，　

@　　　：　
@　　　：　
@　　　：　
@　　　：　
@　　　：　　　　　1�

　付　1近

s龍　2誠

@失　3�

�

11大

R昭
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ｹ�

：
：
●
，
�

：
：
：
1
�

：
：
1
�
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：
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1
�

：
：
：
1
�

：
：
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曙
�

の池　4死

@c　57
O族到達6�

　　　千円�

何（
@人｝�

　付1‘

ﾈ曙：麟

@　h，�

　祠麟と

ｱ翫：鼻

@　瓦〕�

　‘μ‘

ｺ吐：■

@　噛コ�

　　■1‘

�￥d：■

@、1�

　－fI‘

e，：冨

@　覧」�

ド　　月　　日� 碩　
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� 1

�
� 1

�

●
�

　付　1返

s能　2諏

@夫　3�

畜
ぐ
　
　
人
1
�
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@　　　●　
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@　　　：�

1大

R昭
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：
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』
�

1
：
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�
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@了�

　：　：：
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：
1
：
�

：
：
：
�

：
：
1
一
�

の他　4矩

@〔＝　57

O歳商運6�

　　　千円�

　　凶1‘

�｡1■

@覧｝�

　H」‘

s慮：■

@Aコ�

　け二轟

e■コ“

@　蕨，�

　”一“

ee：μ

@　A，�

　”14

e臨：罐

@　Ai�
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ﾆ所所在地　　：　　　　　　　：事

ﾆ所名称　　：　　　　　　　：事

ﾆ主氏名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥　　　　　　　：電
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成　　年　　月　　日提出�

　会　保　険　労� 　士　の　提　出　代　行　者　印�

　㊥�

式
第
十
｝
号
（
第
二
十
二
条
関
係
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26（号外第40号）
幸
侵官水曜日平成19年2月28日

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
の
五
第
十
二
号
中
「
ワ
て
の
他
」
を
「
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
五
条
の
八
第
一
項
第
二
号
中
「
含
む
。
」
の
下
に
「
次
項
，
」
を
、
「
第
七
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十

　
七
条
の
十
四
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
一
条
の
二
中
「
組
合
の
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
及
び
」
を
「
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
組
合
の
地
区
を
合

　
併
後
存
続
す
る
組
合
の
地
区
の
一
部
と
す
る
地
区
の
拡
張
に
係
る
規
約
の
変
更
及
び
組
合
の
事
務
所
の
所
在
地
の
変

　
更
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
二
中
「
健
康
保
険
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
」
を
加
え
、
「
イ

　
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
と
保
険
者
が
認
め
た
者
」
を
「
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け

　
る
者
」
に
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一

　
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
二
」
を
「
第
四
十
三

　
条
第
一
項
第
二
号
二
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
二
」
を
「
策
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
二
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
及
び
第
二
十
七
条
の

　
十
四
の
四
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
六
の
三
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
、
「
第
二

　
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
二
」

　
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
二
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
二
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項

　
第
二
号
二
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
十
二
第
十
一
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
九
十
八
条
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
前
各

　
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
二
」
を
「
第

　
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
一
号
の
八
」
を
「
様
式
第
一
号
の

　
九
」
に
改
め
、
「
同
項
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
」
を
「
に
掲
げ
る
場
合

　
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
舟
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
同

　
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
披
保
険
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、

　
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
六
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
七
条
の
二
（
第
二
項
・
、
第
三
項
及
び
第
五
填
た
だ
し
書
を
除

　
く
。
）
及
び
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
九
条
の
四
第
｝
項
各
号
」
を
「
第
二
十

　
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
と
す
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
の
見
出
し
を
「
（
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
二
号
ロ
の

　
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
の
算
定
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
四
」
に
、
「
第
二
十

　
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
入
院
療
養
等
に
要
し
た
費
用
の
額
又
は
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

　
七
条
の
十
四
の
三
と
す
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
十
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
｝
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
保
険
者
の
認
定
）

　
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
　
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定

　
　
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組

　
　
合
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
篇
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
（
第

　
　
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
識
当
す
る
と
き
は
、
第
三
号

　
　
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
）
を
添
付
し
、
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
険
者
は
、

　
　
当
該
事
実
を
公
簿
等
又
は
そ
の
写
し
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
台
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認

　
　
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
母
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

　
　
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
台
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

　
　
　
限
度
額
適
用
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
該
保
険
医
療
機
関
に
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
、
限
度
額
適
用
認
定
証

　
合
に
お
い
て
は
、
窮
五
条
の
八
窮
一
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
の
届
出
に
よ
り
当
該
保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
令
策
｝

　
条
の
三
に
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
へ
］
又
は
保
険
者
が
適
当
と
認
め
る
場
台
を
除
き
、
当
該

　
世
帯
主
に
対
し
…
限
度
額
適
川
認
定
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
関

　
す
る
届
出
に
係
る
胤
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
三

5
　
保
険
者
は
、
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が
、
当
該
認
定
後
に
保
険
料
を
滞
納
し
た
場

6
　
第
七
条
の
二
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
窮
二
十
六
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八

　
項
ま
で
の
規
定
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

7
　
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
令
第
二
十
九
羨
の
四
第
一
項
窮
一
号
に
掲
げ
る
入
院

　
一
　
世
帯
主
若
し
く
は
組
合
員
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

　
二
　
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨

　
三
　
世
帯
主
が
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
旨
（
次
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
場
台
を
除
く
。
）

　
四
　
被
保
険
書
証
の
記
号
番
号

　
は
、
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
が
確
認
で
き
な
い
掲
台
で
あ
っ
て
も
、

　
第
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
の
届
出
に
よ
り
当
該
保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
令
弟
一
条
の
三
に
定
め
る

　
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
保
険
者
が
適
当
と
認
め
る
場
台
は
、
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
関
す
る
届
出
に
係
る
届
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
を
準

　
用
す
る
。

　
証
（
以
下
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
い
う
。
）
を
、
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組

　
合
員
に
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
減
額
認
定
証
の
交
付
を

　
受
け
て
お
り
、
保
険
者
が
当
該
減
額
認
定
証
に
限
度
額
適
用
認
定
証
を
兼
ね
る
旨
を
明
記
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

　
り
で
な
い
。

　
は
、
遅
滞
な
く
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
保
険
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
二
　
令
弟
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
台
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者

　
　
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、

2
　
保
険
者
は
、
前
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
で
き
た
と
き

3
　
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
、
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
様
式
第
一
号
の
八
に
よ
る
、
限
度
額
適
用
認
定

4
　
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
世
帯
主
又
は
組
合
員

　
療
養
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

　
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
八
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
六
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
前
各

号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行

規
則
第
百
八
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
」
に

改
め
る
。

　
第
二
十
八
条
の
二
中
「
第
六
条
の
二
、
」
を
削
り
、
「
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
、

第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
一
号
の
八
中
「
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
」
を
「
第
二
十
七
莱
の
十
四
の
四
」
に
改
め
、
同
様
式
を
樺
式

第
一
号
の
九
と
す
る
。

　
様
式
第
一
号
の
七
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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（裏面）

注意事項

1この証によって入院に係る療養又は厚生労働大臣が定める在
宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療を受ける際
に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等ごとに1か月につ

き、別に定められた額を限度とします。

2　保険医療機関等について入院をするとき又は在宅時医学総合
管理若しくは在宅末期医療総合診療を受けるときは、被保険者

証とともに必ずこの証をその窓口で渡してください。

3　被保険者の資格がなくなったとき、高齢受給者証の交付を受

けることができるに至ったとき、老人保健法の医療を受けるこ

とができるに至ったとき、記載された適用区分に該当しなく
なったとき、この証の有効期限に至ったとき、又は世帯主が保
険料（税）を滞納したため保険者が当該証の返還を求めたとき

は、直ちにこの証を市町村（組合）に返してください。また、転

出の届出をする際には、この証を添えてください。

4　この証の記載事項に変更があったときは、14目以内に、この
証を添えて、市町村（組合）にその旨を届け出てください。

5不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役
の処分を受けます。

　備　考

（表面）

備考

国民健康保険限度額適用認定証

交付年月日　　年　　月　　日

記　　号 番　　号

住　　所＿世
gム廿

厲s
W　主

氏　　名
男
●
女

対適

ﾛ
者
用

氏　　名 男
女

生年月日 年　　月　　日

発効期日 年　　月　　日

有効期限 年　　月　　日

適用区分

保険者番号並

ﾑに保険者の
ｼ称及び印

i
　
　
i
　
　
i
i
：

1，この証は、対象者1人ごとに作成すること。
2．適用区分欄には、適用対象者が国民健康保険法施行令第29条の3第1項第2号に掲げる者である場合は「A」と、同項第1号に掲げる者
である場合は「B」と、同項第3号に掲げる者である場合は「C」と記載すること。

3。この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。
4、必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することな．く所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。
5．別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。

様
式
第
一
号
の
八
（
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
関
係
）
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　（細く迷…輿坦曇に緊颪e　l籠潜巴）

甑旧盛押く睦型送累世賢慮（墜暴唄十く母吐剤細＜F総山じ）el湿細泰e舶，い』！湯田廿卜？。

　　罧日十匿悪感十ゆ昏r製賢送軽艇逮亡緊i…撫《十く悪熱十一1ゆ」如「匿出超餐壁軽誕翼亡室姦（…奎

　黒川十川計殴釧細くF駅国十川ロ璋）濃11十ギ蝋e十11黙十悔P」2督遺ゆ。

　　駅国十一1蘇爆■qじモ｝一r型蜜畦越廼曇匙こ駿慮甑随→（蘇蕪＜oじ」如r回田…望肇軽鐘悉曇亡軽三盛U十一

　ギ蝋e十国器1田釈くロn」鰹渚球卜Q。

　　　豊　蔽

　（埋立蟹田）

甑1藍　”e細くF並’同一督十一《母国ロミ1田灸・」⊃翼にh｝Q。

　（…翼農迷趣垣翼に緊颪e1鴇溶出2±，い肇国摯砲）

甑I　l駅　駅凶（e賢儂製愉Q溶日月霞e型置送墨‡逗黙こ聚颪e蝿帳と」妬⑩鎧遜送墨攣送墨㌍鼠筆答嘩

　四型陛唯趣攣迷趣湘騨遜ロ懸導根端琶哩’製餐蛭藻転送墜湘簿蚕眞駆慰駅嗅’鎧蓬筆墨鰹崔鰹和

　瓶津儲氷哩’型置送謹攣嘩墨湘旺蟹製造迷督量巽螺箪群薄ゼ端コ（奄馨墜董嶽亭】由翠肇蟹掴慧纏罰

　湘旺）肖る型毯肇渥量稟蝋頃㌫騨唱日葡（女騨壁越蛋Nゆ摯牽畿蕪誕罰湘∈）ぜ罰盃e塁’直諌e

　軽便坦蝿ゆ溶固巡e望楼陣鐘坦翼に緊颪e蜂栢）蝿晒pe掲爵麺h。

N　トJe細くFe翼にe謹酪想似草切冥トノニ⑰獣1駅e緊展望舶ゆ渚閏癌e望窪き蓬誕翠に軽…e攣楓

　想蝿ゆ襲踏軽軽駆熱風理緊選奨麗製腱惣’Bト匿十《措ギ皿11H－1［口幅粒e亜’醒蘇e賢製主2」か0渚

　自鰹e製毯送趣送還に黙颪雌栢織十目loじ坦蝿ゆρe刈謄麺h。

　（墾。砥筆墨墨黒に緊颪e1籠溶出想葦，¢・繋霞…連翹）

駅川轍　日e細くFe曇にe謎罫想1課草切冥トノニゆ奮口蘇（∋喪製旱当ゆ沼田寝e霞嘔送墨送累世寅颪e

　迷帽想蝿ゆ程直曝迷軽輩譜砿卑翼選奨腱製濾並’降督十《掛ギ国11十1□悩peぎ匠“e…餐挫」舶

　ゆ溶出巡e程颯蝉騒坦曇に賢豆蜂宿駅→くロじ＼→（想舶ゆ→pe幻誇麺ト。

　（回：釧惜囎嘩趣愚興亡軽颪e1籠溶出）壮・o簗頸寒晒）

甑回顧　駅円磯e軽便想舶ゆ治国湛e殴釧叶娚送遜奏選に賢慮e攣領埜’細魚e…三’国憲e室製慰舶

　ゆ港固遜e殴姻肚媚吐軽坦累世緊颪e黛楓想当晒pe刃誇麺廿。

釦 1旨

○禦黙細剥引時甑1皿十く咋

　単葉暎興E賢慮（暫眞1トト園廿耀鰹韻騨櫛広く“哩憲謡十ギ中）澱巨十→（愚e嚢製想増n荷u’些母｛（

十母置督細ゼロ1時艱ギ睡国十1巾に（程鐸熈騨9題価＠顛些知爵9牽，い拳…叢曜e頃E…想謹hゆ葺響和製碧

卜Qミヒ）e1量如尽e蝿，r、想督田h岬。

　　降督十《廿日皿口十く［コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禦潔→く囲　麺　　馨ぎ

　駅1醇ge櫃如意e蝿1いソ督萄⑩。

使用電波の型式及び周波数
口局　　　名 識　別　信　可

受信電波 送信電波

東京（富津） 004310001 F　l　B　　　4．179（ll F　l　B　　4，216．511）

4．20812） 4，219．5｛21

8，379．5｛1） 8，419．5（1）

8．41512） 8，436．5（2）

12，487．5（11 12，590ω

12，577．5t2〕 12．657｛2）

16．688．5（1） 16，812（D

16．80512） 16，903（2）

2400（狭・帯域直接印刷電信用 FIB　　　4，179（1｝ FIB　　4．216．5111
海岸局識別番号）

8，379．5m 8，419．5ω

12，4S7．5｛1， 12．590（ll

16，688．5111 16，812q）

JN、へ、 」3E　　　4，354131 J3E　　　4，354（3〕

とうきようほあん 8，707（3） 8．707i31

TOKYO　COAST　G
8，710（31 8．71013）

UARD　RADIO 12．326（31 13．173131

12．332（31 13，179（31

16．513（31 17，395（31

16，519｛3） 17．40113）

　輩1辱§e塞ぐ挙e湊音「おたるほあん」如「ほっかいどうほあん」！∫「OTARU　S　EA　P

ATROL　RADIO」細「HOKKAIDO　COAST　GUARD　．RADIO」埋言分’
匡：榔薫籠e辱知姦9’巨編芸縄e要｛｝「SH　IOGAMA　SEA　PATROL　RAD　I　O」如

「SHIOGAMA　COAST　GUARD　RAD　IO」）誓書’巨編顰蹙e曄｛ト「YOKOH

AMA　SEA　PATROL　RADIO」細「YOKOHAMA　COAST　GUARD　R
ADIO」U蓄奮’亜綱邸粒鷲S響岳「NAGOYA　SEA　PATROL　RAD　IO」如「N
AGOYA　COAST　GUARD　RADIO」U蓄£’匡！悩受皿e写音「KOBE　SEA
PATROL　RADIO」如「KOBE　COAST　GUARD　RADIO」L～蓄£’匝三粥…ヨ
困e曄経る櫨長e要脚…i≡o’匠：櫃｛≦盲e鐸岳「HIROSHIMA　SEA　PATROL　RAD
IO」如「HIROSHIMA　COAST　GUARD　RADIO」製蓄台’E嶺≡1応e響…一「M

OJ　I　SEA　PATROL　RADIO」や「MOJ　I　COAST　GUARD　RADIO」
i」蓄穿直悩当翼壁e呂始…Eo’匡1曾ζ糞轟e聾｛…一「MAI　ZURU　SEA　PATROL　RAD

IO」如「MAI　ZURU　COAST　GUARD　RAD　I　O」L～渚倉’互痢憲躯e賢君一「N　I

IGATA　SEA　PATROL　RADIO」爬』「NI　IGATA　COAST　GUARD
RADIO」2蓄£’匡1悩賀雲霞e堅五一「KAGOSHIMA　SEA　PATROL　RAD　IO」
如「KAGOSHIMA　COAST　GUARD　RADIO」U督2’［三筆養翼e罫｛｝「なはほ
あん」如「おきなわほあん」2’「NAHA　S　EA　P　AT　R　O　L　R　AD　I　O」御「OK　I　NA

WA　COAST　GUARD　RAD　I　O」i」渚£’直嶺陣翼e警砲…郵Q。
○翼無妻酬m旨駅海牛《ロ『

　§i暴露裂モ窒…蓑（墜尽11＋園鮭鍔巡…昌終広く畷蓋寒十姫鱒蘇暫÷ζ際e竪製2嵩nや」’降蟹ギ

母首督細罰旨採匿÷1巾φ（鍵馴慧ぐ嘩蒙e蓮腫細に“騨吐匝e鎧E2墜hゆ旨酌濃倉⑫董）e障

脚蒋e絶い坦渚卍hゆ。

　　詩経十《廿日πU十く正　　　　　　　　　　　　　　　　維遷客団掴　　螺豊

　蛋i軒襲る滋川降車e悩昏「釧路（十町瀬）」細「小樽（十町瀬）jソ督倉ナQ。

O舞総モ酬01旨獣圓1十ロに

　累i嚢咬翼ミ窒≡…（…蕪1i＋一国斗智弩蝶…湘顧鮫≡温＋ギロじ）蛋《＋ギ曝露l　l厚e竪製2嵩n廊」’

墜属国÷く廿首督網：1照国障《÷額堂（稿娯環…葬e隙鯉e喫倉9漏嬢蓉ヨ⇒献じい宮塚離6鐸漫

細裂£ゆ辻）e陽飽冬e兆心製督田h瞳。

　　涛径十《馴1剛1十く田　　　　　　　　　　　　　　　　禦熔著田掴　　馨墾
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明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

付
録
資
料
版
（
毎
週
水
曜
）

嚢

　編集・印刷
独立行政法人国立印刷局

目

次

〔
告

示
〕

○
社
債
等
登
録
機
関
を
指
定
す
る
件

　
（
金
融
庁
・
法
務
三
）

○
電
波
有
効
利
用
促
進
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所

　
の
所
在
地
を
変
更
す
る
件
（
総
務
一
一
七
）

O
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
委

　
員
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
定
め
た

　
件
（
中
央
選
挙
管
理
会
一
）

O
平
成
十
七
年
九
月
十
一
日
執
行
の
衆
議
院

　
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
四
国
選
挙
区
及

　
び
九
州
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ

　
の
職
務
代
理
者
を
選
任
し
た
件
（
同
二
）

○
戸
籍
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

　
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
件
（
法
務
九
二
）

○
関
税
暫
定
措
置
法
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ

　
る
物
品
の
平
成
十
八
年
度
の
初
日
か
ら
平

　
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
輸
入
数

　
量
を
告
示
（
財
務
六
三
）

○
平
成
十
八
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
十
九
年

　
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び

　
冷
凍
牛
肉
の
各
輸
入
数
量
を
告
示

　
（
同
六
四
）

O
平
成
十
八
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
十
九
年

　
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
豚
肉
等
並
び
に
生

　
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
を

　
告
示
（
同
六
五
）

二三

○

○
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の

　
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
特
恵
鉱
工
業
産
品

　
等
に
つ
い
て
、
輸
入
額
等
が
限
度
額
等
を

　
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
特
定
特
恵
鉱
工
業

　
産
品
等
及
び
月
を
告
示
す
る
件
（
同
六
六
）

○
個
人
向
け
国
債
の
募
集
の
取
扱
い
を
行
う

　
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
た
件
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
（
同
六
七
）

○
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
公
示
す
る

　
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
国
税
庁
五
、
六
）

○
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
の
共
用
の
促
進

　
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
基
づ

　
く
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
を
登
録
し
た

　
件
（
文
部
科
学
二
五
）

○
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

　
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て

　
指
定
す
る
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
厚
生
労
働
二
七
）

○
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項

　
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

　
が
定
め
る
療
養
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
二
八
）

○
船
員
保
険
法
第
三
十
三
条
ノ
九
第
三
項
の

　
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

　
る
失
業
保
険
金
日
額
表
を
定
め
る
件
の
一

　
部
を
改
正
す
る
件
（
同
二
九
）

O
船
員
保
険
法
第
五
十
条
ノ
九
第
一
項
の
規

　
定
に
基
づ
き
、
葬
祭
料
の
額
を
定
め
る
件

　
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
三
〇
）

○
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
第

　
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の

　
定
め
る
療
養
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
三
一
）

○
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の

　
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

　
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
同
三
二
）

○
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
の
五

　
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

　
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
の
一
部

　
を
改
正
す
る
件
（
同
三
三
）

〉三四五

○

O
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

　
の
十
五
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る

　
給
付
を
定
め
る
件
（
同
三
四
）

○
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

　
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る

　
給
付
を
定
め
る
件
（
同
三
五
）

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

　
（
農
林
水
産
二
二
五
～
二
二
八
）

O
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

　
（
同
二
二
九
、
二
三
〇
）

○
都
市
再
開
発
法
の
規
定
に
よ
り
施
行
規
程

　
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

　
（
国
土
交
通
二
三
〇
）

○
都
市
再
開
発
法
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画

　
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
同
二
三
一
）

O
船
舶
気
象
通
報
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
海
上
保
安
庁
五
四
）

O
水
路
測
量
の
実
施
に
関
す
る
件

　
（
同
五
五
、
五
六
）

○
道
路
に
関
す
る
件

　
（
四
国
地
方
整
備
局
一
五
、
一
六
）

○
道
路
に
関
す
る
件

　
（
九
州
地
方
整
備
局
三
二
～
三
四
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

五六七八九
一〇δ

四
国
地
方
整
備
局
公
示
（
四
国
地
方
整
備
局
）
　
δ

労
　
　
働

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）

一〇

国
家
試
験

平
成
十
九
年
度
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
試

験
の
実
施
に
つ
い
て
（
国
土
交
通
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁

　
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国

　
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
附
属

　
書
一
の
日
本
国
の
表
に
お
い
て
関
税
の
譲

　
許
が
一
定
の
額
を
限
度
の
基
準
と
し
て
定

　
め
ら
れ
て
い
る
物
品
の
輸
入
額
、
入
札
公

　
告
関
係

裁
判
所

　
相
続
、
失
踪
、
破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、

　
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

　
日
本
銀
行
基
準
割
引
率
お
よ
び
基
準
貸
付

　
利
率
変
更
、
厚
生
年
金
基
金
清
算
結
了
・

　
清
算
人
退
任
関
係

会
社
そ
の
他

一〇二三
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
七
号

　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
二
十
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百
八
十
三

1
　
単
回
使
用
胆
管
造
影
用
針

丁
三
三
〇
七

三
百
八
十
四

1
　
歯
科
用
注
射
針

丁
六
二
二
〇

局
所
麻
酔
用
の
歯
科
用
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
注
射
筒
に
装
着
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

三
百
八
十
五

1
　
造
影
剤
注
入
用
針

丁
三
三
〇
五

三
百
八
十
六

1
　
血
液
ガ
ス
検
体
採
取
用
注
射
　
筒

丁
三
二
五
四

採
血
容
器
（
採
血
針
付
き
採
血
容
滞
を
含
む
。
）
及
び
密
封
用
具
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
主
と
し
て
血
液
ガ
ス
の
測
定
を
目
的
と
し
て
動
脈
血
を
採
取
す
る
こ
と
。

三
百
八
十
七

1
　
単
回
使
用
自
動
ラ
ン
セ
ッ
ト

丁
三
二
五
七

三
百
八
十
八

丁
三
二
六
一

体
内
に
カ
テ
ー
テ
ル
等
を
経
皮
的
に
挿
入
し
、
及
び
配
置
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
。

三
百
八
十
九

丁
三
二
五
二

三
百
九
十

丁
三
三
五
一

一
　
イ
ン
ト
ロ
デ
ュ
ー
サ
針

T
．
三
…
六
、
一

カ
テ
ー
テ
ル
又
は
ガ
イ
ド
ワ
イ
ヤ
の
配
置
及
び
操
作
を
目
的
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
体
内
に
通
す
た
め
に
用
い
る
こ
と
。

三
百
九
十
二

一
　
オ
ブ
チ
ュ
レ
ー
タ

丁
三
二
五
九

三
百
九
十
三

1
　
経
腸
栄
養
ポ
ン
プ
川
消
化
滞
　
用
ス
ト
ッ
プ
コ
ッ
ク
2
　
ポ
ン
プ
用
経
腸
栄
養
延
長
　
チ
ュ
ー
ブ

丁
三
二
六
四

三
百
九
十
四

一
　
イ
ン
ス
リ
ン
ポ
ン
プ
用
輸
液
　
セ
ッ
ト

丁
三
二
五
六

三
百
九
十
五

1
　
酸
素
濃
縮
装
置

丁
七
二
〇
九

周
囲
の
空
気
か
ら
窒
素
又
は
酸
素
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
り
、
酸
素
分
圧
の
高
い
空
気
を
作
り
出
し
、
患
者
に
供
給
す
る
こ
と
。

三
百
九
十
六

一
　
カ
テ
ー
テ
ル
拡
張
器

丁
三
二
六
〇

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
八
号

　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
平
成
十

四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
題
名
中
「
第
四
十
三
条
笥
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
九
号

　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
十
三
条
ノ
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
百
八
十
七
号
（
船
員
保
険
法
第
三
十
三
条
ノ
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

失
業
保
険
金
日
額
表
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
卜
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
同
日
前
の
日
に
係
る
失
業
保
険
金
及
び
失
業
保
険
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が

平
成
十
五
年
五
月
一
日
前
で
あ
る
当
該
失
業
保
険
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
係
る
失
業
保
険
金
の
日
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

失
業
保
険
金
日
額
表
中
「

9
ω
9
田
舟
蟄

一

口
レ
O
O
ヨ
更
h

N
』
ω
ω
田
虫
h

口
㍉
9
コ
虹
」
い

。。

撃
n
O
コ
良
民

ρ
一
〇
〇
田
浦
蟄

ド
畠
ω
記
糸
諦

P
ざ
刈
田
滞
誹

ω
・
一
〇
〇
田
激
論

9
0
。
雪
ヨ
舟
諦

一
、
9
0
ヨ

ド
。
。
N
O
忍

N
O
o
。
O
ヨ

ド
。
。
お
ヨ

P
8
0
ヨ

ー

ド
爵
O
コ

に
改
め
る
。

」
を
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
号

　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
十
条
ノ
九
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
一

年
厚
生
省
告
示
第
六
十
八
号
（
船
員
保
険
法
第
五
十
条
ノ
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
葬
祭
料
の
額
を
定
め
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
「
九
十
八
万
円
」
を
「
百
二
十
一
万
円
」
に
改
め
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
『
号

　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
療
養
（
平
成
十
四
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
題
名
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
二
号

　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
療
養
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
題
名
中
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
三
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
五
条
の
五
第
十
二
号
及
び
第
二
十

七
条
の
十
二
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
の
五
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
題
名
中
「
第
五
条
の
五
第
十
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
七
条
の
十
二
第
十
一
号
」
を
加
え
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
四
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
八
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
　
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

　
　
　
医
療
に
関
す
る
給
付

一
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
事
業
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

　
助
産
の
実
施
、
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
措
置
（
知
的
障
害
児
通
園
施
設
へ
の
入
所
措
置
を
除
く
。
）
、
同

　
条
第
二
項
の
指
定
医
療
機
関
へ
の
委
託
措
置
又
は
同
法
第
三
十
三
条
の
一
時
保
護
に
係
る
医
療
の
給
付

二
　
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
号
）

　
第
三
条
又
は
第
四
条
の
医
療
費
の
支
給

三
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

　
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
指
定
医
療
機
関
に
お
け
る

　
医
療
の
給
付

四
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
七
日
衛
発
第
二
百
四
十
二
号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
に

　
つ
い
て
」
に
よ
る
治
療
研
究
に
係
る
医
療
の
給
付

五
　
昭
和
五
十
九
年
四
月
十
日
衛
発
第
二
百
六
十
六
号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
「
毒
ガ
ス
障
害
者
救
済
対
策
事
業

　
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

六
　
平
成
元
年
七
月
二
十
四
日
健
医
発
第
八
百
九
十
六
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
「
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害

　
等
治
療
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
治
療
研
究
に
係
る
医
療
の
給
付

七
　
平
成
四
年
四
月
三
十
日
環
保
業
第
二
百
二
十
七
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
水
俣
病
総
合
対
策
費
の
国
庫
補
助
に
つ

　
い
て
」
に
よ
る
療
養
費
及
び
研
究
治
療
費
の
支
給

八
　
平
成
十
五
年
六
月
六
日
環
保
企
発
第
〇
三
〇
六
〇
六
〇
〇
四
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
「
茨
城
県
神
栖
町
に
お
け
る

　
有
機
ヒ
素
化
合
物
に
よ
る
環
境
汚
染
及
び
健
康
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
事
業
要
綱
」
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の

　
支
給

九
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
環
保
企
発
第
〇
五
〇
五
二
四
〇
〇
一
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
メ
チ
ル
水
銀
の
健
康

　
影
響
に
係
る
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
研
究
治
療
費
の
支
給

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
五
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

　
　
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

　
　
　
医
療
に
関
す
る
給
付

一
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
事
業
、
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

　
三
号
の
措
置
（
知
的
障
害
児
通
園
施
設
へ
の
入
所
措
置
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二
項
の
指
定
医
療
機
関
へ
の
委
託
措
置

　
又
は
同
法
第
三
十
三
条
の
一
時
保
護
に
係
る
医
療
の
給
付

二
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

　
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
指
定
医
療
機
関
に
お
け
る

　
医
療
の
給
付

三
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
七
日
衛
発
第
二
百
四
十
二
号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
に

　
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
の
給
付

四
　
昭
和
五
十
九
年
四
月
十
日
衛
発
第
二
百
六
十
六
号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
「
毒
ガ
ス
障
害
者
救
済
対
策
事
業

　
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

五
　
平
成
元
年
七
月
二
十
四
日
健
医
発
第
八
百
九
十
六
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
「
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害

　
等
治
療
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
治
療
研
究
に
係
る
医
療
の
給
付

六
　
平
成
四
年
四
月
三
十
日
環
保
業
第
二
百
二
十
七
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
水
俣
病
総
合
対
策
費
の
国
庫
補
助
に
つ

　
い
て
」
に
よ
る
療
養
費
及
び
研
究
治
療
費
の
支
給

七
　
平
成
十
五
年
六
月
六
日
環
保
企
発
第
〇
三
〇
六
〇
六
〇
〇
四
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
「
茨
城
県
神
栖
町
に
お
け

　
る
有
機
ヒ
素
化
合
物
に
よ
る
環
境
汚
染
及
び
健
康
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
事
業
要
綱
」
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費

　
の
支
給

八
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
環
保
企
発
第
〇
五
〇
五
二
四
〇
〇
一
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
メ
チ
ル
水
銀
の
健
康

　
影
響
に
係
る
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
研
究
治
療
費
の
支
給



保発第0228003号
平成19年2月28日

社会保険庁運営部長殿

厚生労働省保険局長

　（公印省略）

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「改正法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保

険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「改正政令」とい

う。）が同年12月20日に公布されたところである。これにあわせて健康保険法施行規

則等の一部を改正する省令（平成19年厚生労働省令第16号。以下「改正省令」という。）

が本日公布され、平成19年4．月1日から施行される．とともに、　「健康保険法施行令第

四十三条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第28号。以下「改正健保告示」という。）、「船員保険法施行令

第十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第31号）並びに「国民健康保険法施行令第二十九の四第一項第

二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平成19年厚生労

働省告示第32号）、「国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件」　（平成19年厚生労働省告示第

33号）、「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付を定める件」（平成19年厚生労働省告示第34号）及

び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣

が定める医療に関する給付を定める件」（平成19年厚生労働省告示第35号）（以下「改

正国保告示等」という。）が公布され、同日から適用されることとされたところである。

　これらの改正等の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては

十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。また、今回の取扱いについて、被保険者、保険

医療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

記

第1　改正等の趣旨及び主な内容



　改正政令により、70歳未満の被保険者が同一の月に一の保険医療機関等から入院療

養等（改正政令第1条による改正後の健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）

第43条第1項第1号の入院療養等をいう。以下同じ。）を受けた場合の高額療養費の

支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者の所得区分に応じ、現行の

70歳以上の被保険者と同様に保険者から当該保険医療機関等に支払うものとされたこ

と（以下「現物給付化」という。）に伴い、被保険者の所得区分の認定に係る保険者へ

の申請手続、保険者による認定証の交付に係る事項等について定めるなど、関係省令の

規定を整備するほか、健康保険及び船員保険において、災害その他やむを得ない事情が

ある場合の被保険者証の再交付手続の特例について定めることその他所要の改正を行う

とともに、所要の告示を制定するものである。

第2　改正等の具体的内容

1　健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）の一部改正（改正省令第1条
関係）

　（1）　70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化関係（第103条の2

　　　及び第105条関係）

　　　　70歳未満の上位所得者及び一般所得者について、保険者による被保険者の所

　　　得区分の認定手続、認定証の交付に係る事項及び現物給付化の要件等について定

　　　めるほか、新たに限度額適用認定証の様式を定めること。また、70歳未満の低

　　　所得者に係る認定手続については、70歳以上の低所得者に係る手続と共通のも

　　　のとすることとし、併せて関係規定の整備を行うこと。

（2）　被保険者証の再交付手続の特例関係（第49条関係）

　　　被保険者証の再交付について、災害その他やむを得ない事情により、事業主を

　　経由して行うことが困難であると保険者が認める場合においては、被保険者証の

　　再交付を被保険者と保険者との間で直接行うことを可能とすること。

（3）　各種届出の一部改正関係（第24条等関係）

　　①改正法により、健康保険の標準報酬月額等級及び標準賃金日額等級の上下限

　　　が見直されることに伴い、省令様式について所要の改正を行うこと。

　　②また、被保険者の資格取得届等は、従前正副2通を保険者に提出することが

　　　義務付けられていたが、副本の提出義務を課さないこととすること。これに伴

　　　い、省令様式について所要の改正を行うこと。ただし、保険者においてこれま

　　　でと同様の取扱いとすることは妨げないこと。

2　船員保険法施行規則（昭和15年厚生省令第5号）の一部改正（改正省令第2条関
係）

　（1）　70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化関係（第47条ノ2／

　　6及び第47条ノ2／8関係）



上記1（1）の改正に準じた改正を行うこと。

（2）　被保険者証及び被扶養者証の再交付手続の特例関係（第17条ノ2及び第17

　条ノ5関係）

　　　上記1（2）の改正に準じた改正を行うこと。

3　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）の一部改正（改正省令第

　4条関係）

　（1）　70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化関係（第27条の14

　　の2関係）

　　　70歳未満の者について、保険者による被保険者の所得区分の認定手続、認定

　　証の交付に係る事項及び現物給付化の要件等について定めるほか、新たに限度額

　　適用認定証の様式を定めること。なお、市町村国民健康保険においては、保険料

　　を滞納している世帯と保険者との接触の機会を確保するため、保険者は、世帯主

　　が保険料を滞納していない旨を確認できたときに認定を行うものとすること。た

　　だし、保険料の滞納につき特別な事情がある場合又はその他保険者が適当と認め

　　る場合は、認定を行うものとすること。

（2）　地方公共団体が単独で実施する医療費助成事業（以下「地方単独事業」という。）

　に関する医療の給付に係る高額療養費の算定基準額等に関する規定の整備関係（第

　27条の12第11号、第27条の15第1項第8号及び第2項第5号）曙
　　平成18年厚生労働省告示第180号、平成18年厚生労働省告示第181号
　及び平成18年厚生労働省告示第182号が平成18年4月1日より施行され、
　地方単独事業に関する医療の給付に係る高額療養費の算定基準の取扱いについて

　は、公費負担医療と同様に取扱うこととされている。したがって、例えば、地方

　単独事業に関する医療の給付がなされた場合、高額療養費の額は一律一般並みの

　所得区分で算定されることとなるが、国民健康保険においては公費負担医療にお

　ける取扱いとは異なり所得区分に応じた取扱いとしていた平成18年3月以前と

　同様の取扱いとすること。なお、平成18年度についても、平成18年3月以前

　と同様の取扱いとして差し支えないこと。

4　老人保健法施行規則（昭和58年厚生省令第2号）の一部改正（改正省令第5条

　関係）

　　上記3（2）の改正に準じた改正を行うこと。

5　関係告示の一部改正（改正健保告示及び改正国保告示等関係）

　（1）　改正政令により、健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第43条第

　　1項、船員保険法施行令第11条第1項及び国民健康保険法施行令（昭和33年

　　政令第362号）第29条の4第1項が改正されたことに伴い、健康保険法施行
　　令第四十三条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改



正する件（平成14年厚生労働省告示第292号）、船員保険法施行令第十一条第

一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の一部を改正する件（平成

19年厚生労働省告示第31号）及び国民健康保険法施行令第二十九条の四第一

項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養（平成14年厚生労働省告示

第295号）の題名を改めること。

（2）　上記3（2）の改正に伴い、国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定

　に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付（平成18年厚生労働省告示第

　374号）の題名を改めるとともに、国民健康保険法施行規則第二十七条の十五

　第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付（平成19

　年厚生労働省告示第34号）及び国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二

　項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付（平成19年厚

　生労働省告示第35号）を制定すること。



保発第0228004号
平成19年2月28目

各都道府県知事　宛

厚生労働省保険局長

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「改正法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、回目以降順次施行されることとされ、また、健康保

険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「改正政令」とい

う。）が同年12月20日に公布されたところである。これにあわせて健康保険法施行規

則等の一部を改正する省令（平成19年厚生労働省令第16号。以下「改正省令」という。）

が本日公布され、平成19年4月1目から施行されるとともに、　「健康保険法施行令第

四十三条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第28号。以下「改正健保告示」という。）、「船員保険法施行令

第十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第31号）並びに「国民健康保険法施行令第二十九の四第一項第

二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平成．19年厚生労

働省告示第32号）、「国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件」　（平成19年厚生労働省告示第

33号）、「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付を定める件」（平成19年厚生労働省告示第34号）及

び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣

が定める医療に関する給付を定める件j（平成19年厚生労働省告示第35号）（以下「改

正国保告示等」という。）が公布され、同日から適用されることとされたところである。

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都

道府県内の市町村及び国民健康保険組合への周知方について御配慮願いたい。

記

（以下略）



保発第0228006号
平成19年2月28日

健康保険組合理事長　殿

厚生労働省保険局長

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「改正法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保

険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「改正政令」とい

う。）が同年12月20目に公布されたところである。これにあわせて健康保険法施行規

則等の一部を改正する省令（平成19年厚生労働省令第16号。以下「改正省令」という。）

が本日公布され、平成19年4月1日から施行されるとともに、　「健康保険法施行令第

四十三条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第28号。以下「改正健保告示」という。）、「船員保険法施行令

第十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第31号）並びに「国民健康保険法施行令第二十九の四第一項第

二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平成19年厚生労

働省告示第32号）、「国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件」　（平成19年厚生労働省告示第

33号）、「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付を定める件」（平成19年厚生労働省告示第34号）及

び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣

が定める医療に関する給付を定める件」（平成19年厚生労働省告示第35号）（以下「改

正国保告示等」という。）が公布され、同日から適用されることとされたところである。

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十

分に留意の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。

記

（以下略）



保発第0228005号
平成19年2月28日

地方厚生（支）局長　殿

厚生労働省保険局長
　　（公印省略）

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「改正法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保

険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「改正政令」とい

う。）が同年12月20日に公布されたところである。これにあわせて健康保険法施行規

則等の一部を改正する省令（平成19年厚生労働省令第16号。以下「改正省令」という。）

が本日公布され、平成19年4月1日から施行されるとともに、　「健康保険法施行令第

四十三条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第28号。以下「改正健保告示」という。）、「船員保険法施行令

第十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の一部を改正する件」（平

成19年厚生労働省告示第31号）並びに「国民健康保険法施行令第二十九の四第一項第

二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」（平成19年厚生労

働省告示第32号）、「国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件」　（平成19年厚生労働省告示第

33号）、「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労

働大臣が定める医療に関する給付を定める件」（平成19年厚生労働省告示第34号）及

び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣

が定める医療に関する給付を定める件」（平成19年厚生労働省告示第35号）（以下「改

正国保告示等」という。）が公布され、同日から適用されることとされたところである。

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十

分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

（以下略）



保保発第0307001号
平成19年3月7日

社会保険庁運営部医療保険課長　殿

厚生労働省保険局保険課長

　　　（公印省略）

70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払の特例

（いわゆる現物給付化）における事務の取扱いについて

　健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「改正政
令」という。）により、70歳未満の被保険者及び被扶養者（以下「被保険者等」という。）

が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費の支

給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者等の所得区分に応じ、現行の

70歳以上の被保険者等と同様に保険者から当該保険医療機関等に支払うものとされたこ

とについては、r健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」（平成18年

12月20目保発第1220002号）において通知されたところであるが、具体的な事務の取

扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。

　また、今回の取扱いについて、被保険者、保険医療機関、事業主、船舶所有者その他関

係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

記

1　健康保険関係

第一　高額療養費の支払の特例の概要

1　高額療養費の現物給付の対象となる療養の範囲

　　自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者等

　が、同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等から次に掲げるいずれかの療養（以下「入

院療養等」という。）を受けた場合においては、当該所得区分に応じ、現行の高齢受

給者と同様に、窓口での一部負担金等の支払を高額療養費の自己負担限度額までにと

　どめることとし、その額を超える部分については、保険者から当該保険医療機関等に

　支払うものとされたこと　（以下「高額療養費の現物給付」という）。

①　入院療養



②　入院療養以外の療養であって、一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管

　理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの（r健康保険法施行令第四十三

　条第一項第一号及び第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養」（平成14

　年厚生労働省告示第292号）において、在宅時医学総合管理料及び在宅末期医療

　総合診療料が算定されるべき療養並びにこれらの療養を受ける者が当該療養を受け

　る月において当該療養を行う保険医療機関等から受ける外来療養とされた（現行の

　高齢受給者と同様）。）

2　高額療養費の現物給付における自己負担限度額

　　上記1の「高額療養費の自己負担限度額」は、被保険者等の所得区分に応じそれぞ

れ以下のとおりであること。

　（1）一般所得者（健康保険法施行令（大正15年勅令第243号。以下「政令」と

　　　いう。）第42条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。）

　　　　80，100円と、当該入院療養等に要した費用の額（その額が267，000円に満たな

　　　いときは、267，000円）から267，000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額

　　　との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合（政令第42条第1項第1号

　　　ただし書に掲げる場合をいい、以下「多数回該当の場合」という。）には、44，400

　　　円とする。

　（2）上位所得者（政令第42条第1項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。）

　　　　150，000円と、当該入院療養等に要した費用の額（その額が500，000円に満たな

　　　いときは、500，000円）から500，000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額

　　　との合算額。ただし、多数回該当の場合には、83，400円とする。

　（3）低所得者（政令第42条第1項第3号に掲げる者をいう。以下同じ。）

　　　　35，400円。ただし、多数回該当の場合には、24，600円とする。

3　高額療養費の現物給付を受けるための要件

　　被保険者等が高額療養費の現物給付を受けるためには、被保険者証とともに健康

保険法施行規則（大正15年内務省令第36号。以下「省令」という。）第103条

の2第2項に規定する限度額適用認定証（以下r認定証」という。）又は第105条
第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証（以下「減額認定証」という。）

　が当該保険医療機関等の窓口に提出される必要があること。

　　なお、保険医療機関等の窓口に認定証又は減額認定証（以下「認定証等」と総称

　する。）が提出されなかった場合には、高額療養費の現物給付の対象とならず、被保

　険者等は一旦、自己負担割合に応じた一部負担金等を支払った後、保険者に高額療

　養費の支給申請を行う必要があること。

第二　限度額適用認定における事務の取扱い

1　上位所得者及び一般所得者に係る取扱い



（1）限度額適用認定の申請

　ア　第一の1の保険者の認定（以下r限度額適用認定」という。）を受けようと

　　する被保険者等（以下「適用対象者」という。）がいるときは、被保険者（低

　　所得者に該当する者を除く。）は、限度額適用認定申請書（以下「申請書」と

　　いう。別添様式例を参照。）を保険者に提出して申請しなければならないこと。

　イ　申請書には、被保険者証を添付して申請しなければならないこと。

　ウ　申請は適用対象者ごとに行う必要があること。

　工　健康保険組合における限度額適用認定の申請については、省令第111条の

　　規定により、別段の定めをすることができるものであること。

（2）限度額適用認定の方法

　　保険者は、申請時点の適用対象者に係る被保険者の標準報酬月額を確認の上、

　当該適用対象者の所得区分（上位所得者又は一般所得者）を認定するものである

　こと。

（3）限度額適用認定証の交付

　ア　保険者は、限度額適用認定を行った場合には、被保険者に交付される認定証

　　に被保険者証の記号番号、被保険者の氏名、生年月日及び性別、適用対象者の

　　氏名、生年月日及び性別（適用対象者が被保険者本人のときは、氏名欄に被保

　　険者本人と記載することとする。）、有効期限等の必要な事項を記載するととも

　　に、適用区分欄については、上位所得者である場合は「A」と、一般所得者で

　　ある場合は「B」と記載すること。

　イ　認定証の発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載するこ

　　と。ただし、申請のあった月に新たに被保険者資格を取得した者又は被扶養者

　　となった者については、当該資格を取得した日又は被扶養者となった日を記載

　　すること。

　ウ　認定証の有効期限の終期については、発効日の属する月から最長1年以内の

　　月の末日までとすること。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。

　　　なお、有効期限の設定に当たっては、適用対象者の入院期間の見込み等を考

　　慮の上、頻繁に申請手続きを行う必要が生じないよう配慮すること。

　工　保険者は、認定証を交付する際には、被保険者に対し、次に掲げる事項にっ

　　いて指導すること。

　　　（ア）当該認定証の有効期限に達した場合又は被保険者の所得の変動等に伴い

　　　　適用区分欄に表示された区分に該当しなくなった場合においては、再度申

　　　　請を行い限度額適用認定を受ける必要があること。

　　　（イ）保険医療機関等から入院療養等を受ける際には、当該保険医療機関等の

　　　　窓口に被保険者証に添えて、当該認定証を提出する必要があること。

　　　（ウ）被保険者等が次に該当したときは、認定証を返納すること。

　　　　①　被保険者が資格を喪失したとき。

　　　　②　被保険者が加入している保険者に変更があったとき。



③　適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき。

④　被保険者が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき

　　（適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったときを含む。）。

⑤　認定証の有効期限に達したとき。

⑥　適用対象者が老人医療受給対象者となったとき。

2　低所得者に係る取扱い

　　低所得者に係る取扱いについては、「健康保険の入院時食事療養費の食事療養標準

負担額の減額の取扱いについて」（平成6年9月9日保険発第118号・庁保険発第

　8号）の2から4までにより取り扱うものであること。

第三　その他高額療養費の支払の特例における留意事項

1　認定証等に係る留意事項

　（1）　現に入院療養等を受けている適用対象者に係る認定証等の交付申請を受けた

　　　　場合など、早急な対応を要するものについては、保険者は、認定証等を即時交

　　　　付するなどの便宜を図ること。また、被保険者本人が入院しており、直接申請

　　　　手続ができない場合等においても、適宜便宜を図ること。

　（2）　認定証等の交付申請や返納等については、省令第103条の2第4項及び第

　　　　105条第6項の規定により、被保険者の意思表示によって事業主を経由して

　　　　行うことが認められているものであること。

　（3）　被保険者等が上記第二の1（3）エ（ウ）に掲げる場合に該当したときは、

　　　　保険者は、速やかに認定証等を回収するものとすること。

2　高額療養費の現物給付における多数回該当の取扱い

　　多数回該当の場合の取扱いについては、当該保険医療機関等において、入院療養等

　を受けている被保険者等の入院期間が3か月を超えている場合など、当該被保険者等

が多数回該当に該当していることが確認できた場合に限り対応されるものであるこ

　と。したがって、多数回該当に該当している被保険者等については、保険者は、当該

保険医療機関等の窓口において通常の自己負担限度額による一部負担金等が徴収され

　ている場合（被保険者等の転院などに伴い、当該保険医療機関等において当該被保険

者等が多数回該当に該当していることが確認できなかった場合など）には、別途被保

　険者から高額療養費の支給申請を受け、差額分の支給を行うものであること。

3　高額療養費の現物給付における世帯合算の取扱い

　　被保険者本人とその被扶養者から構成される世帯内において、同一の月内に、複数

　の保険医療機関等から高額療養費の現物給付を受けた場合、複数の者について高額療

養費の現物給付を受けた場合又は高額療養費の現物給付を受けた入院療養等以外に高

　額療養費の世帯合算の対象となる療養を受けた者がいる場合などについては、保険者

　は、別途被保険者から高額療養費の申請を受け、差額分の支給を行うものであること。



II　船員保険関係

　　船員保険についても、 1に準じて取り扱うこと。



（様式例）

健康保険限度額適用認定申請書

被保険者証記号番号
i被保険者手帳記号番号）

氏名 印 名称

被保険者

生年月日 年　　月　　日

事
業
所 所在地

氏名 被保険者との続柄

適用対象者

生年月日 年　　月　　日 性別 男　・　女

被保険者（適用対象者）の住所

上記のとおり健康保険限度額適用認定証の交付を申請します。

，・�N倉＼
ノ

　　　　　　ヤ1受　　　　　日’、
，

　　　　　　垂噺

　　　　　　’、

　　　　　　’、

　　　　　　，、

　　　　　　，、

　　　　　　ノ　、　　　　　ノ



保保発第0307002号
平成19年3月7日

地方厚生（支）局長殿

厚生労働省保険局保険課長

　　　（公印省略）

70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払の特例

（いわゆる現物給付化）における事務の取扱いについて

　健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「改正政

令」という。）により、70歳未満の被保険者及び被扶養者（以下「被保険者等」という。）

が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費の支

給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者等の所得区分に応じ、現行の

70歳以上の被保険者等と同様に保険者から当該保険医療機関等に支払うものとされたこ

とについては、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」（平成18年

12月20日保発第1220004号）において通知されたところであるが、具体的な事務の取

扱いについては、下記によることとしたので、健康保険組合の指導に当たっては十分に留

意の上、遺憾なきを期されたい。

記

（以下略）



保保発第0307003号
平成19年3月7日

健康保険組合理事長　殿

厚生労働省保険局保険課長

70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の支払の特例

（いわゆる現物給付化）における事務の取扱いについて

　健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第390号。以下「改正政

令」という。）により、70歳未満の被保険者及び被扶養者（以下「被保険者等」という。）

が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費の支

給については、あらかじめ保険者の認定を受けた被保険者等の所得区分に応じ、現行の

70歳以上の被保険者等と同様に保険者から当該保険医療機関等に支払うものとされたこ

とについては、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」（平成18年

12月20日保発第1220005号）において通知されたところであるが、具体的な事務の取

扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。

記

（以下略）



平成19年4月1日から、事前の申請により
70歳未満の方についても入院等に係る窓ロ
での支払が一定の限度額にとどめられます。

1．平成19年4月1日から、70歳未満の方（※1）が医療機関に入院したとき等（入院の

　　他一部在宅医療）の高額療養費の支給方法が変わります。窓ロ負担が月単位で

　　一定の限度額（※2）にとどめられ、窓ロで多額の現金を支払う必要がなくなります。

2．この取扱いを受けるためには、加入されている医療保険の保険者（※3）に事前の

　　申請を行い、保険者から発行される認定証（※4）を医療機関の窓ロに提示していた

　　だく必要があります。上記の手続きを行わない場合は従来どおりです。

3．事前の申請に必要な手続や転院した時の取扱い、さらに高額療養費の支給を受

　　けられる場合など、ご不明の点がありましたら、詳しくは加入されている医療保険

　　の保険者までお問い合わせください。

70歳未満の方が入院したとき等の高額療養費の支給方法が変わります。
（例：手術で入院し、医療費が約100万円かかった場合）

平成19年3月末日まで 平成19年4月1日以後

痴①驕翻割．
縛噺を支払

70歳未満の方
医療機関

　　　　　　　③高額療養費
②高額療養費　　　（約21万円）

　の支給申請　　　の支給

保険者

　　渡蟹籔罐疑
縛聯鞭円を支払

70歳未満の方
　　　　　　　　　　　　　　医療機関

　　　　　　　　④高額療養費
①認定証　　　　　　等の請求
　の申請
　　　　　　②認定証
　　　　　　　の交付
　　　　　　　　　　　　　⑤高額療養費
　　　　　　　　　　　　　　（約21万円）
　　　　　　　　　　　　　　等の支給
　　　保険者　　　　　　　　（※5）

※1　7〔）歳以しのノ∫については、既に同様0）取扱いが行われており、今Ilr［は変更はありません。

※2　医療機関σ）窓l　lで支払う限度額は患者の方0）所得区分に応じて異なります，、なお、食しlllO）負担額

　や差額ベッド代などσ）費川は高額療イ廷費σ）支給対象には含まれません。

※3　健康保険組合、社会保険『lll務所（政府管掌健康保険）またはlifII］f村（［1／L亡健康保険）など

※4　’r成19年3月ノ樹1までに「標準負担額減籾1，1想定、llE」び）交付を受けている方（国民健1、籍保険に加

　　人されているノ∫を除く、、）は、’r成19年7月末IIまで、’［1，1亥認定、1［1三を医療機関σ）窓lIlこ提示する

　　ことにより同様σ）取扱いを受けることができます、、

※5　今回び）見直しは、患者の方が医療機関に支払う入院等び）費川σ）・1㍗llを保険者が代わりに支払うこ

　　ととするも0）であり、医療機関α）収入が変わるものではありません、、

　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年3月

　　　厚生労働省・日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会
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改
め
る
。

　
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
＝
、
削
除

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
九
十
八
条
第
十
一
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行

規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
四
十
七
条
第

十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
九
十

八
条
第
十
一
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条

第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
号
中
「
指
定
国
立
療
養
所
等
」
を
「
指
定
医
療
機

関
」
に
改
め
る
。

　
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
二
　
削
除

　
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
＝
．
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

　
　
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
四
項
の
指
定
医
療
機
関

　
　
に
お
け
る
医
療
の
給
付

　
第
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
十
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」

　
　
と
い
う
。
）
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
、

　
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る
も

　
　
の

　
十
一
　
都
道
府
県
等
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ

　
　
つ
て
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二

　
　
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に

　
　
規
定
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず

　
　
る
も
の

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
百
六
条
第
八
号
及
び
第
百
七
条
第
十
号
並
び

に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五

号
）
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
第
七
号
及
び
第
四
十
七
条
ノ

ニ
ノ
九
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規

則
第
百
六
条
第
八
号
及
び
第
百
七
条
第
十
号
並
び
に
船
員

保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
第
七
号
及
び
第

四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
九
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
昭
和
五
十
九
年
厚

生
省
告
示
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
号
中
「
指
定
国
立
療
養
所
等
」
を
「
指
定
医
療
機

関
」
に
改
め
る
。

　
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
二
　
削
除

　
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
四
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

　
　
百
八
士
一
．
号
）
第
十
八
条
第
四
項
の
指
定
医
療
機
関

　
　
に
お
け
る
医
療
の
給
付

　
第
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
十
一
　
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」

　
　
　
と
い
う
。
）
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ

　
　
　
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準

　
　
　
ず
る
も
の

　
十
二
　
都
道
府
県
等
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ

　
　
　
つ
て
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和

　
　
　
二
十
＝
．
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
五
条
第
二

　
　
　
項
に
規
定
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付

　
　
　
に
準
ず
る
も
の

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
二
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
百
八
条
第
七
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
四
十
七
条
ノ
三
第

七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
八

条
第
七
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
ノ
三

第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
号
中
「
指
定
国
立
療
養
所
等
」
を
「
指
定
医
療
機

関
」
に
改
め
る
。

　
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
二
　
削
除

　
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
三
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

　
　
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
四
項
の
指
定
医
療
機
関

　
　
に
お
け
る
医
療
の
給
付

　
第
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
十
　
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」

　
　
と
い
う
。
）
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
、

　
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る
も

　
　
の

　
十
一
　
都
道
府
県
等
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で

　
　
あ
っ
て
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和

　
　
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
五
条
第
二
項

　
　
に
規
定
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準

　
　
ず
る
も
の

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
三
号

　
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求

に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
一
条

第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
訪
問
看
護
療
養

費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
一
条

第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
三
百

四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
五
号

　
労
働
安
全
衛
生
規
則

酬
蔀
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
q

畷
磁
識
“
莇
ゆ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
第
二
号
中
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
の
指
定
医
療
機

関
」
を
加
え
る
。

　
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
三
　
削
除

　
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
九
　
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」

　
　
と
い
う
。
）
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
、

　
　
前
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る
も

　
　
の

　
十
都
道
府
県
等
が
行
う
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ

　
　
て
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十

　
　
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
準
ず
る

　
　
も
の

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
四
号

　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
二
十
一
条
の
九
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法

第
二
十
一
条
の
九
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
慢
性
疾
患
及
び
当
該
疾
患
、
こ
と
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
疾
患
の
状
態
の
程
度
（
平
成
十
七
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
十
八
年
＝
．
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
題
名
及
び
本
則
中
「
第
二
十
一
条
の
九
の
二
」
を
「
第

二
十
一
条
の
九
の
六
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
「
刈
　
ω
サ
並
π
ω
回
眞
卜
3
湯
翻
露
な
猷

　
第
三
表
中
　
へ
　
一
槍
眞
冴
π
轍
鶏
糞
咄
酵
素
“
藻

　
　
　
　
　
　
畑
　
酪
娘
ダ
＞
H
唱
還
誌
略
岨
×
“
卿
葱

　
　
　
　
　
　
　
　
「
刈
　
ω
サ
血
π
ω
回
眞
旨
3
汁
謙

一
甜
菜
冴
π
舜
聾
履
咄
贈
雫

酪
購
タ
＞
H
唱
還
誌
略
醐

藻
む
一
サ
池
虹
旨
3
蜘
澄
》

寄
堂
母
餌
緬
ゆ

ψ
緬
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

×
真
菰
略
贈
識
窃
舘
ゆ

灘
購
煎
磁
諭
窃
藻
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
別
表
第
一
一
、
令
第
二
十
条
第
十
一
号
の
業
務
の
項
第

三
号
及
び
令
第
二
十
条
第
十
六
号
の
業
務
の
項
第
＝
．
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
三
下
欄
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
号
二
中
「
歯
科
技
工
法
」
を
「
歯
科
技
工
士
法
」
に
改
め
る
。

　
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
へ
　
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号
）
別
表
第
四
第
一
号
に
規
定
す
る
フ
ォ
ー

　
　
　
ク
リ
フ
ト
の
運
転
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し

　
　
　
た
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
者




